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１．はじめに

これからの危機管理に当たって、「新たな危機

への対応」が必要なのではないか、と考えている。

我々は、危機が発生すれば、それに対応し、体

制を作り、対策を講じ、次への備えをすることが

多い。

地震、津波、豪雨などが頻発する我が国では、

自然災害への対応はかなり進んでおり、防災体制

が拡充されてきている。

原子力発電所事故については、東日本大震災発

生時の福島第一原子力発電所事故を契機に、原子

力防災対策の充実が図られてきている。

感染症の流行については、新型コロナ（COVIT 

19）への対応を経験し、今後の流行の把握や対策

に取り組む感染症危機管理体制が整備されてきた。

２．我が国の共通危機管理体制

我が国において、危機への対策の中心となる内

閣の共通危機管理に関連する体制としては、1998

年（平成10年）に内閣危機管理監が、2014年（平

成26年）に国家安全保障局が、また、2023年（令

和５年）に内閣感染症危機管理統括庁が設置され

ている。

すなわち、我が国の危機管理については、内閣

危機管理監が、危機管理（国民の生命、身体又は

財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ

る緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止

をいう。）に関する基本的な方針の企画及び立案

並びに総合調整に関する事務等（国の防衛に関す

るもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属

するものを除く。）を統理するとされている。

また、国家安全保障局が、我が国の安全保障に

関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方

針並びにこれらの政策に関する重要事項に関する

事務（危機管理に関するもの等を除く。）等をつ

かさどるとされている。

さらに、内閣感染症危機管理統括庁は、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法の政府行動計画の

策定及び推進や対策本部等に関する事務をつかさ

どることとされた。なお、内閣危機管理監は、臨

時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事

務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の

処理に協力することも規定された。

３．危機管理の共通体制と専門体制

このように、国家安全保障局が安全保障をつか

さどり、内閣感染症危機管理統括庁が感染症対策

をつかさどりながら、国民の生命、身体又は財産

を守る各般にわたる危機管理を内閣危機管理監が

統理する、という共通危機管理体制をとっている。

内閣危機管理監が、幅広い分野の危機に対処す

新たな危機への対応

福島学院大学 マネジメント学部長・教授

政策研究大学院大学 名誉教授・客員教授　武　田　文　男
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る機関として、オールハザードを対象に、初動体

制や基本方針を指揮する重要な役割を担うことは

言うまでもない。しかし、内閣危機管理監が、す

べての具体的な危機対応や詳細な業務に取り組む

ことは困難であり、それらは、その危機対応に相

応しい機関において取り組まなければならない。

例えば、自然災害であれば、内閣府（防災担

当）が防災監のもと各省庁等の総合調整を行い、

各省庁等が所管の防災業務に携わっており、原子

力発電所事故については、内閣府（原子力防災担

当）が関係機関との連絡調整を行い、事件・事故

であれば、所管省庁を中心に取り組むこととされ

ているなど、内閣危機管理監の統理のもと、それ

ぞれ各分野の危機管理機関において必要な法制度、

計画が専門的に整備されてきている。

ただし、このような体制や取組みがなされてい

るのは、これまでに災害や事故、事件等が発生し

たか、発生の恐れが顕在化したような分野が多い

と感じる。

危機が発生していない、又はその恐れが顕在化

していない分野においては、危機対応の体制や取

組みが進んでいないケースがあるのではないか。

すなわち、想定され、準備されている危機では

なく、取り残されている危機があるのではない

か、「新たな危機」への対応が必要なのではない

か、と考える。

４．新たな危機への対応

「新たな危機」には、想定され、準備されてい

る危機の「隙間」や「ハザマ」にあったり、各分

野にとって「空白」の危機であったり、念頭には

あるがどう対応してよいか分からないこと、想像

すらしてこなかったこと等があると思料される。

これらを放置しておくことが、危機が迫り、発

生してきたときに、どれだけ大きなダメージとな

るか、強く懸念するところである。

「新たな危機」への対応を考えるとき、5Ｗ1Ｈ

が必要になろうが、まずは、「ＷＨＯ（誰）」が

重要である。その危機の所管機関が明確な場合

は、その機関が対応を検討する。所管機関が不明

であったり、複数機関にまたがっていたりした場

合は、共通危機管理機関が、各機関と協議し、担

当を決めていく。例えば、内閣危機管理監が関係

省庁と協議して担当機関を決めたり、主担当と副

担当を決めたりする。あるいは、きっかけとして、

国会質問や、質問主意書により、まずは答弁担当

の機関が決まり、危機対応の検討へと進むことも

あろう。

これは、国だけではなく、地方自治体において

も同様の構図にある。各自治体の危機管理監に相

当する職が多く存在する今日、共通危機管理機関

としての役割を果たしていくことが求められるの

ではないか。

このような想定されず、準備されない危機を極

力減らし、新たな危機に対応していく努力をして

いる例もある。

ここでは、学校安全分野において、新たな危機

への対応を意識した危機管理マニュアルに取り組

んでいる例、また、地方自治体において、新たな

危機事象に対する対応方針を策定している例を紹

介したい。

５．学校の危機対応（学校保健安全法に

基づく危機管理マニュアル）

「学校における児童生徒等の安全」という分野

において、新たな危機への対応を意識した危機管

理マニュアルの策定が進められている。

2009年（平成21年）４月に施行された学校保健安

全法は、各学校における学校安全計画の策定・実

施、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

の作成、地域の関係機関等との連携など、学校安

全に関して各学校に求められる取組みについて規

定しており、これに基づき、各学校は、危機管理

マニュアルの作成等の取組みを進めてきている。
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文部科学省が作成した「学校の危機管理マニュ

アル作成の手引」では、各学校において、それぞ

れの実情に応じて想定される危険を明確にし、危

険等発生時にどう対処し、いかに児童生徒等の生

命や身体を守るかについて検討することとされて

おり、想定される危険等として、次のような事項

が、例として挙げられている（※学校の立地する

環境や学校規模、児童生徒等の年齢や通学の状況

を踏まえることとされている。）。

◦日常的な学校管理下における事故等（体育や

運動部活動での事故、頭頚部外傷、熱中症、

食物アレルギーなど死亡や障害を伴う重篤な

事故等）

◦犯罪被害（不審者侵入や略取誘拐など、通

学・通園中を含め、児童生徒等の安全を脅か

す犯罪被害）

◦交通事故（通学・通園中、校外活動中の交通

事故）

◦災害（地震・津波や風水害などによる被害）

◦その他の危機事象（スマートフォンや SNS

の普及に伴う犯罪被害、学校に対する犯罪予

告、弾道ミサイルの発射等）

また、危機管理マニュアルは、次に掲げる危機

管理の三つの段階に応じて対応が必要な事項を具

体的に検討し、作成することとされている。

◦事前の危機管理（事故等の発生を予防する観

点から、体制整備や点検、避難訓練につい

て）

◦個別の危機管理（事故等が発生した際に被害

を最小限に抑える観点から、様々な事故等へ

の具体的な対応について）

◦事後の危機管理（緊急的な対応が一定程度終

わり、復旧・復興する観点から、引渡しや心

のケア、調査、報告について）

なお、学校を取り巻く安全上の課題は、時代や

社会の変化に伴って変わっていくものであり、従

来想定されなかった新たな安全上の課題の出現な

どに応じて、柔軟に見直していかなければならな

いこと、また、一度作成した後も、訓練、評価、

改善を繰返し行っていくことが必要であることが

示されている。

これらは、学校における児童生徒等の安全の分

野において、新たな危機への対応を含めた幅広い

取組みと認識することができる。

６．自治体における「新たな危機」対応

福島市は、独自の取組みとして、2014年（平成

26年）に、「新たな危機事象に対する対応方針」

を策定し、現在もこの方針に基づき、対応を進め

ている。

【策定の目的】

「地域防災計画」、「水防計画」、「国民保護計画」、

既に「対応計画、マニュアル」が定められている

もの以外の「危機事象」に関する基本的な考え方

を定めることにより、迅速かつ的確な対応体制を

整備し、市民の生命、身体及び財産への被害及び

市の円滑な行政運営への支障を防止または最小限

に抑制することを目的としている。

【方針の概要】

平常時の危機管理、危機事象発生時の対応及び

危機収束時の対応を迅速かつ的確に行なうため、

個別危機管理対応マニュアルを作成する。その個

別マニュアルに即し、職員の危機管理能力・意識

の向上を図るとともに、情報共有化体制を整備する。

迅速な危機事象への対応を図るため、危機事象

にレベル１から３までの３段階を設定し、危機レ

ベルごとに想定される内容、判断基準、対応する

組織体制をマニュアルで定める。

応急対応が概ね完了し、新たな被害の発生や拡

大のおそれが無いと判断される場合、安全確認を

行い、速やかに報道機関に情報提供するとともに、

様々な手段で市民へ周知する。

また、被害を受けた市民からの相談に対応する

ため、必要に応じ相談窓口を開設するとともに、

生活再建支援のための方策を講じる。
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【新たな危機事象】

「新たな危機事象」は、「災害」及び「武力攻撃

事態等」以外の危機をいう。

また、その具体的な事例は別表１のとおりであ

る。

なお、新たな危機事象については、社会情勢や

経済情勢等によって変化するものであることから、

適時、追加・修正等の見直しを行う。

また、「新たな危機」に対し、市の責務、各部

局の責務、職員の責務を示しており、

①　市の責務として、市は、市民の生命、身体

及び財産の保護のため、市の有する機能を十

分に発揮するとともに国、県、他の関係機関

と連携・協力して危機管理を総合的に推進す

るものとする。

②　(1) 各部局の責務として、各部局は、危機

事象の発生に備えた危機管理意識の高揚

や予防措置を講ずるため、危機管理組織

体制の整備、訓練の実施などの事前対策

を実施するとともに、危機事象発生時の

情報収集伝達や人命の安全確保のための

応急対策、被害者に対する支援等の事後

対策など、想定される事象別に個別危機

管理対応マニュアルを整備する。

(2) 危機事象が発生した場合には、個別危

機管理対応マニュアルに基づき ､危機管

別表１　想定される「主な危機事象」

１ 重大事故 

 

毒物・劇物の漏洩、流出 

大雪などによる交通障害 

大規模な停電 

2 健康危機 新型インフルエンザ、ノロウイルス等による感染症の流行 

大規模な集団食中毒の発生 

鳥インフルエンザ、口蹄疫等の家畜伝染病の流行 

農作物への農薬の混入 

３ 環境危機 大気汚染（ＰＭ2.5）、土壌汚染、水質汚濁など 

飲料水汚染 

河川等への有害物質の流出 

４ 危険鳥獣等の出現 危険動植物の出現、昆虫の異常発生 

５ 自治体管理下の事件、

事故 

イベントでの事件、事故 

職員・来庁者への危害 

市要人への危害（市長、副市長、議会関係者等） 

セキュリティ不備による盗難、破壊行為 

不法侵入者、不審物の発見 

不当要求 

施設の不法占拠 

施設の保守管理、修繕の不備等による怪我 

公共工事による大規模な事故 

６ 職員の信用失墜行為 職員個人が起こした犯罪や契約・公金等に係る不祥事 

交通事故・違反 

７ 情報セキュリティ 個人情報の漏洩、持ち出し 

情報システム、情報ネットワークの停止 

大規模なコンピュータウイルス感染 

サイバーテロ 

（福島市資料に基づき筆者が作成） 

　　　 福島市「新たな危機事象に対する対応方針」
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理室や関係部局及び関係機関等と連携し

て、当該事態に対処する ｡

(3) 危機管理室は、所管部局が不明確な危

機事象が発生した場合、あるいは全庁的

な対応が必要な場合には総合調整を行い、

関係部局による事態の対処を支援する。

③　職員の責務として、職員は、自らの職務及

び立場に応じて、常に起こりうる危機事象を

想定し、その対応策を検討するとともに、訓

練などを通じて必要な技術や知識の習得に努

める。

これらは、福島市が、それぞれの分野において、

顕在化していない危機についても想定し、これに

基づき、市、各部局、職員の責務として、危機管

理室が総合調整を図りながら、新たな危機事象に

対する具体的な対応の検討、マニュアルの作成等

を行っている独自の取組みであり、高く評価した

い。

７．「新たな危機」への取組みの促進

国においても、地方自治体においても、「新た

な危機」への取組みを進め、「隙間」に埋もれた

り、「ハザマ」で見落とされたり、「空白」に目を

閉じたりすることのないようにしてほしいと願っ

ている。

「危機」を所管すると認識することが、危機へ

の対応の第一歩であり、「新たな危機」への対応

として、想定し、検討し、準備しておくことで、

いざそれが顕在化したときに、冷静かつ円滑に、

関係機関の連携や協力が行われると期待している。

民間企業においても、オールハザード対応の視

点を取り入れたＢＣＰを作成する企業も増えてお

り、新たな危機への対応に備える取組みも見られ

るようになってきている。

「新たな危機」には、初めて出現する危機もあ

れば、これまで潜在していた危機もある。常に、

これらを想定し、準備しておくことを心掛けなけ

ればならない。そして、そのためには、危機が発

生した時ではなく、危機が発生する前の平常時に

想定し、準備しておくことが肝要である。

それぞれの分野において、これまで、「隙間」

「ハザマ」「空白」に埋もれたり、見落とされたり、

目を閉じたりされている危機を把握し、明らかに

すること、さらに、これから、出現する可能性の

ある危機を察知し、検討し、準備しておくことは、

危機管理を担う機関の重要な任務ではないかと考

える。

「新たな危機」への取組みを促進するためには、

国、地方自治体、民間企業等の危機管理に携わる

皆様の不断の努力が必要であり、大いに期待した

い。

【参考文献】

・文部科学省「学校の危機管理マニュアル作成の手

引」（2018年（平成30年）２月初版、独立行政法

人日本スポーツ振興センター学校安全部発行）

・福島市「新たな危機事象に対する対応方針策定に

ついて」（2014年（平成26年）６月方針策定、更

新日：2025年（令和７年）７月１日）
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１．防災庁設置の決定

2026年は日本の防災にとって極めて大きなター

ニングポイントとなる。防災庁の設置が政府の基

本方針として決定したのだ。国家戦略立案、徹底

的な事前防災、司令塔機能、勧告権付与など、こ

れまでの内閣府防災担当にはない大きな責任と強

力な権限を持つこととなり、本気の防災が行われ

ることを期待させる。

この中に、「デジタル防災技術の徹底活用」が

盛り込まれている。具体的には「災害対応リソー

スが限られる中、災害対応の高度化・効率化に

向け、デジタル防災技術を活用できる基盤と環

境の整備等を推進する。」とある。近年、様々

な分野でデジタル技術を活用した業務変革とし

て、デジタルトランスフォーメーション（Digital 

Transformation: DX）の必要性が謳われており、

その防災版と言える。

本稿では、ここ５年の間にあった防災 DX に関

する大きな動きについて概観する。

２．防災・減災、国土強靭化新時代の実

現のための提言

2021年５月25日、内閣府防災担当は「防災・減

災、国土強靭化新時代の実現のための提言」を

発表した。ここでは、デジタル防災新時代とし

て、直ちに可能となる生命を守る災害対応力の飛

躍的向上と、遠い未来のデジタルを極限まで活用

した真に先手を打つ災害対応と絶対的な行政機

能の堅持が示されている。 具体的には、今すぐ

取り組むべきものとして、日本版 EEI（Essential 

Elements of Information）の策定・進化、個人情報

取り扱い指針の策定・徹底活用、防災情報の収

集・分析・加工・共有体制の進化が掲げられ、さ

らに、10年先を見越して取り組むべきものとして、

防災デジタルツインによる被災・対応シミュレー

ション、リアルタイムの情報共有、究極のデジタ

ル行政能力の構築などが示されている。

特に重きを置いているのは、デジタル技術によ

る防災の世界を一つの木にたとえ、その「根幹」

として「防災デジタルプラットフォーム」を位置

づけている点である。根幹がしっかりしなければ、

デジタル技術による個別の取り組みは単発的、短

期的に終わってしまう。これからも多数生まれる

であろう個別アプリが、防災デジタルプラット

フォームという大きな根幹から、あたかも実・花

のように生まれてくるということを重要視してい

る。

その一方で、目詰まり要因の解消や、人材不

足・経験不足等により多くの自治体が抱える問題

への対処も急務である 。社会構造から根本的に

変革しなければ解決しない課題も多く、単にデジ

タル技術の開発や展開だけではなく、これを活用

□防災 DX の現状と課題

国立研究開発法人防災科学技術研究所

総合防災情報センター長　臼　田　裕一郎

特　集 情報科学技術と防災・減災（その１）
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した社会システムの構築と運用までを視野に入れ

た対策が求められている。

３．デジタル社会の実現に向けた重点計画

2021年６月18日、「デジタル社会の実現に向け

た重点計画」が閣議決定された。これはデジタル

社会の形成のために、政府が迅速かつ重点的に実

施すべき施策等を定めるものである。この計画に

おいて、防災は「国民生活に密着している分野で

あるにもかかわらず、現状では、サービスの提供

を受ける利用者の側から見れば、様々な切り口か

ら断片的・画一的なサービスが提供されている状

況にあり、『デジタルの活用により、一人ひとり

のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多

様な幸せが実現できる社会』（目指す姿）になっ

ていない」とされる準公共分野の一つとして位置

づけられている。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」はそ

の後ほぼ毎年更新されている。特に、2024年６月

21日の更新では、「防災 DX」が項目として特出

しされた。内容としては、防災デジタルプラット

フォームの構築、防災アプリ開発・利活用の促進

等・データ連携基盤の構築、一人一人の状況に応

じた被災者支援の充実、官民連携による防災 DX

の更なる推進、通信・放送・電力インフラの強靭

化、防災デジタル技術の更なる発展と海外展開の

６つが示されている。いずれも２で示した「防災

デジタル新時代」の絵に描かれたポイントに該当

する。

４．防災 DX 官民共創協議会（BDX）の創設

2022年12月19日、防災を目的としたデータ連携

の推進を通じて住民の利便性向上を目指し、デー

タアーキテクチャの設計やデータ連携基盤の構築

などを検討する場として、デジタル庁の呼びかけ

により、「防災 DX 官民共創協議会（BDX）」が創

図１：防災デジタル　情報フロー図
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設された。

BDX の特徴は、民主導での官民共創である。

災害による国民一人ひとりの被害・負担を軽減す

るための平時・有事の防災 DX のあり方を、民間

が主体的・協調的に追求し、官民共創で実現する。

自治体と民間企業・団体が構成員となり、設立当

初は主に三つの部会で活動を開始した。課題特定

部会では防災 DX の定義や課題を整理し、官民・

民民共創による解決の方向性を導き出す。基盤形

成部会では、防災 DX に不可欠な「データ連携基

盤」のあり方を官民共創で検討し、必要な施策を

住民・自治体の目線から提言する。市場形成部会

では、防災 DX に資するアプリケーション・サー

ビスの開発・流通を促進し、そのエコシステム・

市場を官民で共創する。これに加え、自治体が本

音で課題や今後を協議できるよう、自治体部会を

併設した。

2024年１月１日、令和６年能登半島地震が発生

した。この時、BDX は災害時に何か行動すると

いう方針はなかったが、「これだけの災害時に何

も活躍せずに、防災 DX は果たせない」という思

いから、「ベストエフォートで現場に貢献し、そ

こで得られた経験や課題を今後の協議に生かす」

として、災害対応の方針を新たに加えることと

なった。

BDX から多数の企業が一つのチームとなって

石川県庁に入り、主に県が行う被災者支援をサ

ポートした。詳細は様々な紙面で紹介しているの

で割愛するが、「民間企業がチームとして活動」

したという事例や、被災者支援のために県が構築

したデータベースは、その後につながる大きな取

り組みとなった。また、BDX では今回の対応を

機に、新たに災害対応部会を増設した。

2025年12月26日現在、BDX の会員は570団体、う

ち地方公共団体が119、民間事業者等が451である。

５．新総合防災情報システム（SOBO-WEB）

の運用開始

2024年４月26日、内閣府は新総合防災情報シス

テム (SOBO-WEB) の実運用を開始した。SOBO-

WEB は、各省庁、関係機関、地方自治体、指定

図２：新総合防災情報システム（SOBO-WEB）
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公共機関等、約1,900機関を対象に、EEI(Essential 

Elements of Information: 災害対応基本共有情報 )

に基づいて情報を集約するシステムである。内閣

府は現在、SOBO-WEB に連接する組織やシステ

ムを順次拡張しており、SOBO-WEB は政府が進

める防災情報デジタルプラットフォームの中核と

して位置づけられつつある。２の提言にある防災

デジタルの根幹に当たるものである。

SOBO-WEB には防災科学技術研究所（防災科

研）が2014年から研究開発してきた基盤的防災

情報流通ネットワーク（SIP4D: Shared Information 

Platform for Disaster Management）の情報共有技

術が導入されている。SIP4D は2016年熊本地震を

はじめ、2018年西日本豪雨、2019年東日本台風な

どの広域災害でも活用され、その都度新たな課題

に直面し、その解決に努めてきた。その際、防災

科研の研究者が自ら現地災害対策本部に入り、情

報共有支援を行ってきたことが評価され、技術

だけでなく現場で支援するチームも必要という

声が上がり、災害時情報集約支援チーム（ISUT: 

Information Support Team）が設置された。

2024年の令和６年能登半島地震でも、発災初日

から SIP4D は稼働し、ISUT も同日に現地入りし

ている。この段階では SOBO-WEB はまだ運用は

開始されていなかったが、能登半島地震でも担っ

た SIP4D の役割は、そのエッセンスを引き継ぐ

SOBO-WEB が今後実現することとなる。

６．広域被災者データベース・システム

の導入手順書・仕様書の公開

2025年５月13日、石川県は広域被災者データ

ベース・システムの導入手順書・仕様書を公開し

た。令和６年能登半島地震では、被災者が避難所、

自宅、車中泊、広域避難など、様々な場所に分散

して避難を余儀なくされ、行政からはその状況を

把握できないという事態となった。そこで、４

の BDX の支援を得ながら、市町村が作成する被

災者台帳と同じ機能を持つデータベースを県で構

築し、これを運用することとなった。これにより、

デジタルで把握できる被災者にはデジタルを通じ

た支援を、全体からその分を引き算して浮かび上

がるデジタルで把握できない被災者には人を当て

るという方針で被災者支援にあたってきた。

おりしも、国の会議体で「場所の支援から人の

支援への転換が必要」と謳われてきたこともあり、

その具体的方法として一縷の光となる取り組みと

なった。

その後、この経験を踏まえ、日本のどの地域で

も、市町村の区域を超える広域災害時に、居所等

の把握が困難な広域避難者や避難所外被災者につ

いて、県・市町村が連携して被災状況や生活課題

等を把握・共有する仕組みを作るとして、検討が

進められてきたのが、広域被災者データベース・

システムである。検討にあたっては、石川県を中

心に、県内被災自治体、都道府県、国 ( 内閣官房、

内閣府防災担当、デジタル庁等 )、民間事業者で

構成する「広域被災者データベース・システム構

築検討ワーキンググループ」を設置し、議論を重

ねてきた。

現段階では、全国都道府県に導入義務があるわ

けではないため、これで全国展開が実現するわけ

ではない。今後は、このドキュメントをベースに、

全国でどのように被災者支援を行うべきか、その

ために必要なデータやシステムは何かについて、

具体的な協議が不可欠である。

７．災害派遣デジタル支援チーム（D-CERT）

の創設

2025年８月５日、デジタル庁は BDX と協働

で、D-CERT（Digital Coordination and Emergency 

Response Team：災害派遣デジタル支援チーム）

を創設した。D-CERT は大規模災害発生時に被災

地に入り、被災都道府県のニーズに基づいて災害

対応に必要なデジタル支援を提案・実施する。
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これは４で示した BDX の能登半島地震での活

動が評価され、制度化されたものである。企業に

よるボランティア活動として今後の災害時にも同

様の支援を継続することは困難である一方で、技

術力のある企業によるデジタル支援の必要性は極

めて大きい。そこで BDX は、民間が支援しやす

く、行政が受け入れやすい仕組みとして、派遣制

度の構築を提案していた。

これらの取組はまだ始まったばかりであり、既

存の ISUT や DMAT 等を参考にしながら、内容や

体制を一つずつ確立し、訓練や実災害での経験を

通じて成長していくことが期待される。

８．おわりに

本稿では、防災 DX の最近の取り組みについて

概観した。ここで紹介できなかった取り組みも含

め、防災 DX は全国各地、様々な機関・団体・業

界で進められている。人口減少時代において、い

かにデジタル技術を活用して、これまで人手をか

図３：複数民間企業による災害対応支援チーム活動

図４：目指すべき防災立国の姿
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けてきた取り組みを効率化し、本当に人手をかけ

なければならない取り組みに特化できるか、それ

がこれからの重要な課題となる。

最近は「防災という分野はない。全ての分野に

防災がある。」と言うようにしている。防災と銘

打つと、防災は防災の人がやること、というイ

メージができてしまう。そうではない。エネル

ギー、医療、教育、金融など、あらゆる分野に、

当たり前に防災が組み込まれている、それが日本

の姿であり、冒頭で紹介した防災庁が目指す「防

災立国」の姿であると考える。

【参考文献】

◦内閣官房「防災立国の推進に向けた基本方針（令

和７年12月26日閣議決定）」 https://www.cas.go.jp/

jp/seisaku/bousaichou_preparation/index.html（参照

年月日 : 2025.12.26）

◦内閣府「防災・減災、国土強靭化新時代の実現

のための提言」https://www.bousai.go.jp/kaigirep/

teigen/index.html（参照年月日 : 2025.12.26）

◦デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計

画」https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy- 

program（参照年月日 : 2025.12.26）

◦防災 DX 官民共創協議会「防災 DX 官民共創協議

会」 

https://ppp-bosai-dx.jp/（参照年月日 : 2025.12.26）

◦内閣府「新総合防災情報システム（SOBO-WEB）

について」 https://www.bousai.go.jp/taisaku/soboweb/ 

index.html （参照年月日 : 2025.12.26）

◦石川県「広域被災者データベース・システム構

築検討ワーキンググループ」 https://www.pref.

ishikawa.lg.jp/johosei/wide-area_disaster_victim_

detabase_system_working-group.html （参照年月日 : 

2025.12.26）

◦デジタル庁「災害派遣デジタル支援チーム（D- 

CERT）」https://www.digital.go.jp/policies/disaster_

prevention/d-cert（参照年月日 : 2025.12.26）
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能登半島地震の被災地では、１次避難所（小

学校体育館等）や２次避難所（旅館・ホテル等）、

避難所以外での生活（在宅避難やみなし仮設）な

ど多様な避難が顕在化し、東日本大震災時と同様

に被災者の所在や行動の把握が課題となった。デ

ジタル庁と防災 DX 官民共創協議会は、東日本旅

客鉄道株式会社の協力を得て、約12000枚の Suica

を配布して避難所や入浴施設の利用状況把握に活

用したことが話題となった。今後は マイナンバー

カード等に置き換える形での標準化や平時からの

運用整備が進められる見込みである（デジタル庁

2024）。そのような能登半島地震やデジタル庁の

取組と時期を同じくして、川崎市多摩区役所の大

学・地域連携事業「デジタル技術を活用した防災

まちづくり手法の開発」（2024-2025年度）が進め

られた。本稿では、同事業における、① NFC（近

距離無線通信）カードを用いた参加者情報管理シ

ステム、②逃げ地図デジタル化の取り組み、③今

後の取り組みに向けた検討状況、を報告する。

１．大学・地域連携事業「デジタル技術

を活用した防災まちづくり手法の開発」

川崎直下で M6.9の地震が発生した際、市内で

約800人の死者、約１万６千人人の重軽傷者、約

７万の建物全半壊棟数、全世帯の約６割で停電、

約５割で断水やガス供給停止が予測されている

（川崎市2013）。川崎市の水害ハザードマップを見

ると、登戸駅から向ヶ丘遊園駅一体は、浸水深

3.0m（２階床下）が想定されており、生田キャン

パス周辺を含めて多数の土砂災害特別警戒区域が

設定されている（川崎市2022）。各所で防災訓練

が繰り返されているが、防災訓練に積極的に参加

している人は全国で８-９％程度と少なく、いざ

という時の避難場所・避難経路を決めていない人

は65％、食糧・飲料水などを準備していない人は

60％にものぼり（内閣府2022）、巨大化する災害

リスクへの備えは十分とは言えない。

政府では、2020年頃より ICT や新たなテクノ

ロジーを活用した災害対応を模索しており、災害

情報の提供や被害状況の把握、被災者支援手続き

のデジタル化に加えて、避難や食料などの災害支

援サービスを課題として掲げる（内閣府2020）な

ど、デジタル技術を活用した災害対応への期待が

高まっている。災害対応を効率的、効果的に進め

るためのデジタル活用方策とは何か？政府や官民

会議でも検討が進められており、その具体への取

り組みが進められている。

連携事業では、専修大学ネットワーク情報学部

の多様な分野（データサイエンス、フィジカルコ

ンピューティング、コンテンツデザイン、コミュ

ニケーションデザイン）の研究者が共同し、川崎

市多摩区を対象に、これまでアナログで作られて

きた「逃げ地図」の DX 化、 NFC カードを用いた

□大学・地域連携によるデジタル技術を活用した

避難 DX の試み

専修大学ネットワーク情報学部教授　佐　藤　慶　一

特　集 情報科学技術と防災・減災（その１）
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参加者情報管理、備蓄と農作物を用いた災害食メ

ニューの開発と栄養価の計算といった防災 DX の

社会実験を行うことで、大学情報学部によるデジ

タル技術を活用した新たな防災まちづくり手法の

開発に挑戦した。 

２．NFC（近距離無線通信）カードを用

いた参加者情報管理システム

2024年度に開発した地域防災イベント「防災

DX デイ」の参加者情報管理システムは、NFC

カードリーダーを接続している複数台の PC が、

インターネット上のデータベースシステム（クラ

ウドデータベース）を介して連携する形態で動作

する（図１左）。ユーザーは、カードリーダーに

NFC カードをかざすだけでよく、カードをかざ

した際にシステムがカードの ID を読み取り、そ

の時刻とともに自動的にクラウドデータベースに

記録していく仕組みである。ユーザごとのデータ

には氏名を登録できるような設計としてあり、氏

名の登録時にシステムが通し番号を付与する。ま

た、イベントへの入場・退場の時刻や、後述する

イベント内のいくつかの催しへの参加時刻がデー

タとして記録される仕組みとなっている。

防災 DX デイは、2024年10月12日に専修大学生

田キャンパスで開催された。災害栄養専門家によ

る講演、「逃げ地図」の DX 化や RFID を用いた

災害備蓄の DX 化といった報告が行われた。また、

そのほかにポールウォーク・非常食体験・ワーク

ショップといった参加任意のイベント内の催しが

あり、どの参加者がイベント内のどの催しに参加

したのかを記録することを試みた。参加者の名札

を NFC タグ内蔵したカードとして、それぞれの

催しに参加する際に名札の NFC カードを参加者

情報管理システムのカードリーダーにかざして読

み取らせることとした。NFC カードは、専用プ

リンタを用いて表面の文字を印字することで名札

としても利用することができる。図１右はイベン

ト内の催しとシステムの配置図である。会場は２

つの建物に分かれており、メインの催しである講

演会とポールウォークの出発会場がある建物と、

災害食体験とワークショップを行う建物は離れて

おり、一部参加者はその間をポールウォークにて

移動する。

図２に当日収集したデータの一部を示す。午

前の講演会の受付と退出時刻、昼休みのポール

ウォークの貸し出しと返却時刻、災害食の提供時

刻、午後のワークショップで参加したテーブル及

び着席・退席時刻を、全てデジタルデータとして

記録することができた。同様の作業をアナログで

行うには相当のマンパワーが必要であり、デジタ

ル技術の活用により防災イベントの詳細を簡便に

図１　地域防災イベントの参加者情報管理システムの概要（佐藤・石井2025）
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正確に記録することが可能となった。避難場所や

避難所においても、スマートフォンなどの情報端

末もしくは本実験のようなその場でプリントでき

る NFC カードを利用することで、これまで不可

能であった避難状況や物資配布等の詳細かつ正確

な記録を取ることが可能となろう。

３．デジタル技術を活用した逃げ地図

専修大学が位置する川崎市は多摩丘陵に位置し、

起伏に富んだ地形が特徴である。坂道では歩くス

ピードが遅くなるため、平地と同じ歩行速度で計

算すると実際の避難時間とずれが生じてしまう。

そこで Arc GIS という地理情報ソフトウェアを

使って、地形の影響を考慮した避難地図の作成に

取り組んだ。国土地理院の地図データに、坂道に

よる身体負荷を表す情報を組み込んだ。その結果、

平地なら５分で避難できる場所でも、急な坂道を

通る場合は８分かかるといった、より現実的な避

難時間を自動的に計算できるようになり、図３の

ような川崎市全域で「逃げ地図」の作成に至った。

しかしながら、土砂崩れやブロック塀の倒壊等危

険箇所は考慮されておらず、避難ルートとして計

算されているが実際には歩道がない立体交差があ

るなど、公開データから作成したデジタル逃げ地

図の信頼性は担保されるものではなく、現地での

確認作業が不可欠である。

そこで、いくつかの地点から指定されている避

難所まで実際に歩きながら、危険箇所をチェック

したり、避難ルートを検討したりするケーススタ

ディを行ったので、その１つを紹介する。図４に

示すように、対象とした川崎市多摩区東生田２丁

目は、古い建物や外壁、ブロック塀が多く強い地

震の発生時に倒壊の恐れがあり、土砂災害警戒特

別区域の指定が多い場所である。剥き出しの岩肌

があり、細く夜になると暗い階段があり、階段を

図２　収集したデータ

受付 退出 ポールウォーク 災害食 ワークショップ
午前の部 午後の部
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図３　逃げ地図のデジタル化（佐藤・中山2026）

ケーススタディ
スタートポイント

図４　ある地点からの避難ルートの検討（佐藤・中山2026）
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降りた先には古いブロック塀もあるなど、迂回す

る必要がありそうな箇所が複数見出された。指定

避難所である東生田小学校に向かうには複数の

ルートがある。手前のルート①は、急な斜面があ

るため土砂崩れの危険性がある。ルート②は道

が狭く、ヒビの入った塀が複数か所で見られた。

ルート③は河川に近いため氾濫時は注意が必要で

ある。緊急避難場所とされる生田緑地東口ビジ

ターセンターは、入り口付近に急な斜面があるも

のの土砂崩れの危険性が評価されておらず明らか

ではない。宮前区の避難所である平中学校に向か

うまでのルートには、危険箇所は少ないが、坂が

多く高齢者等は避難に時間がかかると考えられる。

以上のように、指定された避難場所や避難所に

ついて、その施設の安全性、避難ルートの安全性

ともに万全なものではなく、別の避難場所や避難

所も含めて平時から避難先や避難ルートを検討し

ておく必要が示唆されるものであった。

2024年秋頃、大学周辺地域住民の方々12名、大

学関係者９名、区役所２名、企業３名、計26名を

招待して、作成したデジタル「逃げ地図」を題材

に、地域の災害リスクや今後の活動アイディアに

ついて話し合うワークショップを開催した。大学

周辺地域の「逃げ地図」を見ながら、崖崩れや倒

木の心配、急な坂道や階段への懸念、避難場所が

一杯にならないか、避難場所が崖崩れに巻き込ま

れないかなどさまざまな地域の災害リスクが挙

げられた。「逃げ地図」のデジタル化については、

地域全体の避難時間よりも、自分が現在いる場所

から最寄りの避難場所までのルートや避難時間を

表示したり、危険か所がリアルタイムに表示され

てルートを再計算したりできる「マイ逃げ地図」

のニーズが聞かれた。

４．今後の取り組みに向けて

以上は、主に2024年度の多摩区大学・地域連携

事業の活動内容であるが、2025年度も同事業で活

動を続けている。活動中であるため、本稿執筆時

点での検討状況を紹介させていただくこととして、

本稿の締め括りとしたい。

2025年度は、石川県地域コミュニティ再建事

業「植物野菜栽培やクラフトドリンクづくりを題

材にした体験型交流の実施」も受託し、能登島の

仮設住宅団地（向田第一団地）においてホップや

ジャガイモの栽培、クラフトドリンクやおつまみ

づくりに取り組んでいる（北國新聞2025）。大学・

地域連携事業「デジタル技術を活用した防災まち

づくり手法の開発」としても、能登半島地震被災

地との交流や学びの機会は平時の防災活動に寄与

するところが大きいし、若い世代の流出が続く能

登半島の被災地において大学生ボランティアとの

交流は、復興に向けた地域コミュニティ再建の

きっかけの１つとして機能することが考えられる。

2026年１月には、両事業の合同企画として、地域

防災交流イベント「たまのとエール2026」を準備

している。能登島と川崎市多摩区をオンラインで

つなぎ、大学からの活動報告、能登島からの災害

のお話、多摩から能登へのエールを送る企画であ

る。

このイベントに向けて、参加者情報管理システ

ムの更新作業を行なっている。能登島等で避難所

と情報についてうかがうと、マイナンバーカード

を持って避難された方はごく少数であるが、高齢

の方も含めた大半の方がスマートフォンを持って

避難され、ご家族や親戚、友人・知人とやりとり

をされていた。総務省が、能登半島地震が発生し

た際、どのような手段で家族や友人・知人等の安

否確認を実施したかを尋ねたところ、LINE と回

答した者が最も多く67.1％に上っている（総務省

2024）。特に都市部においては、大多数の方がス

マートフォンや LINE を利用しており、あらたな

システムやアプリに加えて、既存の環境やツー

ルを活用するという視点も必要ではないかと考

えられる。そこで、2025年度は、LINE 公式アカ

ウント「防災 DX デイ」を作成し、図５に示すよ
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うなイベント情報の提供、参加登録、ドリンク

希望、登録情報の管理、QR コードの表示を行う

ような簡便な仕組みを構築している。2024年度は

NFC カードを使って情報収集を行なっていたが、

2025年度は LINE アプリから表示させる QR コー

ドを使って情報収集を行う計画である。スマート

フォンや LINE を利用していない方には、従来通

り、会場で NFC カードを発行することで、ハイ

ブリッドな対応を行うことが可能となる。

これは１つのイベントのためのアカウントであ

るが、地域の避難所運営組織での転用を想定して

いるところで、避難所における名簿作成、食事提

供や健康状態などの情報管理、必要な物資や入退

等の簡易アンケートを支援することが容易である。

区役所や市役所等では、同様のツールを複数の避

難所で運用することで、複数の避難所の情報を集

約することも可能である。そのためには、個人情

報の取り扱いやセキュリティ対策が不可欠であろ

うし、平時の避難所運営訓練を通じた実証実験や

システム改善が欠かせないであろう。

避難所での情報管理支援に加えて、2024年度に

取り組んだ「逃げ地図」デジタル化も連動させる

ことが考えられる。個人の位置情報に対応して、

複数の利用可能な避難先候補が表示され、自身の

身体情報を加味した上で避難ルートを表示したり、

危険箇所があれば入力して他のユーザーと共有し

たりできるような「マイ逃げ地図」とでも呼べる

ようなアプリの作成を構想している。地域防災訓

練、避難所運営訓練の際に、参加者情報管理と併

せて、避難ルートの検証を促すことができよう。

2024年から２か年の多摩区大学・地域連携事業

「デジタル技術を活用した防災まちづくり手法の

開発」を通じて、上述のような避難 DX の取り組

みへを展開してきた。関連して、デジタル庁では、

関係省庁・地方自治体・民間企業等と連携を図り

つつ、「①防災分野のデータ流通促進」「②自治体

における防災アプリ・サービス調達の迅速化・円

滑化」「③避難所等におけるデジタル技術を用い

図５　「防災 DX デイ」公式アカウントの画面例
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た災害対応の高度化」「④災害派遣デジタル支援

チームの体制強化」「⑤防災 DX 官民共創協議会

と連携した防災 DX 施策の展開」といった施策を

推進していることに注目している。

デジタル庁の取組は、省庁・自治体・企業が主

体であるのに対して、本項で紹介した取組は大学

や地域を主体とした取組である。デジタル庁の防

災 DX の取組のさらなる進展に期待するところで

あるが、その際、大学や地域、いわば現場を主体

とした取組と連携をしていくことで、より良い仕

組みの開発やデータ共有に繋げる余地があろう。

③避難所等におけるデジタル技術を用いた災害対

応の高度化は、本稿と共通する内容となる。デジ

タル庁では「マイナンバーカードなどを活用し、

デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する

実証事業を実施」としているが、本稿で紹介した

ようなスマートフォンや NFC カードの活用工夫

を組み合わせることでリーチを広げることが期待

できよう。避難所等で収集した情報を自治体等と

共有することは、①データ流通促進そのものとな

る。

デジタル庁の取組はオープンなものであり、②

各自治体が必要な防災アプリ・サービスを調達す

ることを目的に公開されている「防災 DX サービ

スマップ」「防災 DX サービスカタログ」へ大学・

地域連携事業で構築したシステムの掲載を応募す

ること、ホームページで入会案内が行われている

⑤「防災 DX 官民共創協議会」に申込することな

ど、大学・地域からアピールすることが可能であ

る。2026年度から、専修大学社会知性開発研究セ

ンターに新プロジェクト「まちづくり DX 研究セ

ンター」が設置される見込みであり、同センター

で域学連携の取り組みを継続していきたい。
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１．情報科学技術の進展と防災を取り巻

く状況

近年の情報科学技術の発展は、災害対応の在り

方そのものを大きく変えつつある。センサ技術や

通信基盤、クラウド環境、計算資源、AI 技術の

高度化によって、災害現象を高精度に把握・解析

することが可能になっただけでなく、スマート

フォンや各種情報端末の普及により、災害時にお

ける情報のやり取りや意思決定の前提条件そのも

のも変化している。

こうした変化は、防災分野においても、従来の

業務や対応を単に効率化することにとどまらず、

防災の考え方や実践の在り方に新たな可能性をも

たらしている。本稿では、このような情報科学技

術の進展を背景として、防災に関わる情報の生

成・共有・理解・判断・行動のあり方が変わりつ

つある領域を、総称して「防災 IT」と呼ぶこと

にする。ここでいう防災 IT には、現在運用され

ている情報通信インフラや情報システムも含まれ

る一方で、それらをどのように組み合わせ、どの

ように使い直していくかという発展的な視点も含

めて考える。

災害対応において、IT が果たし得る役割は、

単に災害現象を把握し、情報を一方向に配信する

ことに限られない。例えば、位置情報や行動履歴、

端末を介した通信を活用することで、災害時にお

いても、被災者の状況に応じた情報提供や支援の

検討が技術的には可能になりつつある。本稿では、

特に情報提供の観点からこの変化を取り上げるが、

重要なのは配信の精緻化そのものではなく、情報

の扱い方や判断の単位が変わり得る点にある。

このような変化は、防災 IT が扱う対象が、従

来の防災業務や災害現象の管理にとどまらず、災

害下で情報を受け取り、判断し、行動する人へと

広がりつつあることを示している。災害現象の把

握や予測は引き続き重要であるが、それだけでは、

現代の情報環境の中で人がどのような情報を必要

とし、どのように行動するのかを十分に捉えるこ

とはできない。人の行動や判断を含めて考えるこ

とで、防災対応は、情報科学技術を使いこなす現

代の社会や人間のニーズにより即した形へと拡張

され得る。

２．Human-centric な防災 IT の可能性

情報科学技術の分野では近年、システムの設計

や評価の基準を「人」に置く Human-centric な考

え方が広く用いられるようになっている。これは、

人を単なる利用者や結果の受け手として扱うので

はなく、システムの成立条件や評価単位として人

の状態や行動を組み込む設計の立場である。

こうした Human-centric な設計は、防災分野に

限らず、すでに社会のさまざまな情報サービスで

□情報科学技術の進展と防災 IT の未来

京都大学防災研究所　巨大災害研究センター

准教授　廣　井　　　慧

特　集 情報科学技術と防災・減災（その１）
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実装されている。例えばタクシーの車内広告では、

乗車した利用者の属性や状況に応じて表示内容が

変化する仕組みが導入されており、個々の利用者

を前提とした情報提示が日常的に行われている。

これは、IT を用いて人の状態を入力として扱い、

その結果をサービスに反映させる仕組みが、技術

として確立し社会に浸透している一例である。

一方で、防災分野においては、このような

Human-centric な考え方が十分に取り入れられて

いるとは言い難い。避難情報や注意喚起は、依然

として地域単位の一斉情報が中心であり、個々の

被災者の状況や判断を前提とした支援は限定的で

ある。その結果、災害対応では集団を単位とした

情報提供や一方向的な伝達が中心となり、被災者

の状況や判断の違いが十分に反映されにくい。

しかし、技術的な観点から見ると、こうした

Human-centric な防災 IT は、すでに実現可能な要

素が揃いつつある。スマートフォンや各種端末の

普及により、被災者は情報の受け手であると同時

に、位置情報や通信、各種入力を通じて状況を発

信する主体にもなり得る。これらの情報を、クラ

ウドやデータ処理基盤、AI などの技術と組み合

わせることで、災害時においても、個々の被災者

の状況に応じた情報提供や支援を検討することが、

少なくとも技術的には可能な段階に入っている。

近年では、災害対応における情報集約や被害把握、

意思決定支援の分野で、こうした技術を活用する

動きも見られる。

防災 IT において Human-centric の視点を導入

するとは、単に個々の被災者に情報を届けること

ではない。被災者から得られる情報を、災害対応

の判断や支援に反映させることで、防災 IT は人

の行動や判断と結び付いたものとなる。被災者は、

情報の受け手であると同時に、防災 IT を構成す

る要素の一つとして位置づけられることになる。

このように、Human-centric の防災 IT は、すで

に存在する技術を防災分野に適用し直す試みとし

て位置づけることができる。その一方で、災害時

に機能させるためには、情報通信や他インフラの

制約を避けて通ることはできない。次章では、こ

の点について整理する。

３．IT の進展がもたらした新たな課題

3-1. 重層化・外部依存による情報通信構造の複

雑化

Human-centric な防災 IT には大きな可能性があ

る一方で、これらの考え方を災害時に実際に機能

させようとすると、すでに社会に深く浸透してい

る情報通信インフラの前提条件を避けて通ること

はできない。IT が社会活動の前提条件となった

ことで、災害時に求められる通信の役割も変化し

ている。従来は基本的な音声通話の確保が中心的

な課題であったが、現在では、インターネット接

続を前提とした情報共有や各種サービスの利用が

広く求められている。情報科学技術の発展によっ

て多様なサービスが生まれ、日常生活に深く組み

込まれた結果、通信は単なる連絡手段ではなく、

社会活動を支える基盤として位置づけられるよう

になった。

こうした変化の一方で、防災 IT は、既存の情

報通信基盤の構造に強く依存しており、新たな課

題も顕在化しやすくなっている。その背景の一つ

が、情報通信ネットワークと情報通信サービスの

構造が、重層化・外部依存を伴いながら複雑化し

てきたことである。現代の情報通信は、単一の仕

組みで完結するものではなく、通信設備、ネット

ワーク、制御機能、サービス基盤、外部基盤と

いった複数の層が重なり合い、直列に依存する形

で成立している（図１）。

利用者からは、電話、インターネット、各種ア

プリケーションなど、複数の手段を状況に応じて

選択できるように見える。しかし、その背後では、

これらの手段が共通の基盤や外部サービスに依存

しており、どこか一つの層に問題が生じると、利

用者から見た通信やサービスが成立しなくなる可
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能性がある。本稿でいう重層構造とは、このよう

に各層がそれぞれ独立して見えながらも、実際に

は直列に依存して成立している状態を指す。

この重層構造は、平常時においても、どの層で

問題が生じているのかを把握しにくいという性質

を持つ。通信回線や端末が正常に見えていても、

その上位にある制御機能やサービス基盤、外部基

盤の不具合によって、利用者から見た通信が不安

定になることがある。災害時には、こうした見え

にくさがさらに顕在化し、復旧の見通しを立てに

くくする要因となる。

さらに、通信や情報サービスの多くが外部の基

盤や第三者のサービスに依存する度合いを高めて

いる点も、問題を複雑にしている。自ら管理して

いない要素への依存が増えることで、障害の原因

特定や復旧のタイミングが自組織では制御しにく

くなり、結果としてサービス全体の挙動が見通し

にくくなる。

このように、情報科学技術の進展は、防災 IT

を高度化させると同時に、挙動を把握しにくい情

報通信構造を生み出している。防災 IT を考える

上では、重層化と外部依存という前提条件を整理

し、その影響を踏まえた上で議論を進めることが

不可欠である。

3-2. 他インフラとの相互依存がもたらす脆弱性

加えて、情報通信インフラは、それ単体で機能

するものではなく、電力、交通、燃料供給といっ

た他の社会インフラと強く相互依存している。ど

れだけ通信技術が高度化しても、端末の電源確保

や接続手段の喪失など、利用者側の条件によって

も情報アクセスは容易に断たれ得る。また、電力

供給が途絶すれば通信設備やデータセンターは稼

働できず、予備電源にも稼働時間の限界がある。

また、通信設備が物理的に被災した場合、その

復旧には人員や資機材の投入が不可欠であるが、

道路や港湾などの交通インフラが損傷していれば、

現地への到達や資機材の搬入自体が困難となる。

災害時の通信の可用性は、通信設備の耐災害性だ

けでなく、他インフラの被害状況や復旧の進捗に

大きく左右される。例えば広域停電と道路寸断が

重なる状況では、ネットワーク設備が健全であっ

図１　情報通信サービス内部の重層構造
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ても、現地での電源確保や復旧作業が遅れ、利用

者から見た通信は長時間不安定になり得る。

このような相互依存関係の下では、通信インフ

ラが部分的に健全であっても、利用者から見た通

信サービスが成立しない状況が生じ得る。災害対

応においては、時間の経過とともに状況が変化し、

通信ニーズや制約条件も変わるため、通信インフ

ラの状態を単独で評価することは難しい。

さらに、IT が行政、医療、物流、生活支援な

ど多くの分野の前提となっている現代社会におい

ては、通信障害の影響が他分野の機能低下へと連

鎖的に波及しやすい。IT に過度に依存した設計

は、平常時には効率性を高める一方で、災害下で

は脆弱性を拡大させる可能性がある。

このような現実を踏まえると、防災 IT を考え

る上では、通信インフラ単体の強靭化だけでなく、

他インフラとの相互依存を前提とした設計が求め

られる。IT を「頼れば必ず機能する基盤」とし

て捉えるのではなく、「他のインフラとともに制

約を受ける存在」として位置づけ、その脆弱性を

織り込んだ上で活用する視点が不可欠である。

４．重要通信における課題の具体化

前章で述べたように、現代の情報通信は重層

化・外部依存を伴う複雑な構造を持ち、さらに電

力や交通といった他インフラとの相互依存の上に

成り立っている。こうした前提条件は、災害時に

おいて通信の可用性を見通しにくいものとするが、

その影響が最も厳しい形で現れる例の一つが消

防・救急・警察などの重要通信である。

重要通信は、人命救助や災害対応に直結する通

信として、非常時に優先的に確保されるべき対象

であり、平常時からその成立を前提とした設計や

運用が行われてきた。災害時には通信の集中によ

る輻輳が発生するため、一般通信を抑制し、重要

通信を優先的に接続させる制御が実施される。こ

のような優先制御は、重要通信を成立させるため

に不可欠な措置である。

しかし、重要通信は最優先で設計されているか

らといって、災害下で常に確実に利用できるわけ

ではない。第一に、優先制御が有効に働く範囲に

は限界があり、特定の基地局や集約点の手前でア

クセスが集中した場合には、優先制御が適用され

る前段階で通信が成立しにくくなることがある。

第二に、優先制御は運用や制御による措置であり、

局舎や基地局、伝送路といった物理的設備が被災

した場合には対応できない。電力供給の途絶や交

通インフラの被害により、復旧作業そのものが制

約を受ける状況では、重要通信であっても利用が

困難な期間が生じ得る。

さらに、現在の重要通信は、物理的な通信設備

だけでなく、IP 網上の制御機能やアプリケーショ

ン、外部基盤との連携によって成立している。そ

の結果、重要通信においても、ボトルネックは物

理層に限らず、重層構造のいずれの段階にも存在

し得る。災害時には、設定や制御の不整合、外部

基盤の障害といった要因が重なり、原因の特定や

復旧に時間を要する場合もある。

以上の点を踏まえると、重要通信は社会として

最優先で保護されるべき通信である一方で、災害

下において万能ではないという前提を共有してお

く必要がある。情報科学技術がどれだけ発展して

も、人命に直結する重要通信であっても、重層化

した情報通信構造や他インフラとの相互依存によ

る制約は残り続ける。この現実を踏まえた上でこ

そ、防災 IT によって何が可能になり、何が最後

まで制約として残るのかを把握する必要がある。

５．これからの防災 IT

情報科学技術の発展により、現代社会におい

て IT は人の活動を支える前提条件となっている。

したがって、これからの防災 IT を考える際には、

単に新しい技術を導入することだけでなく、その

前提となる考え方を整理しておくことが重要で
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ある。

本稿で述べてきたように、防災 IT は高度化す

る一方で、災害時には必ず制約や限界が生じる。

重要通信であっても利用できなくなる可能性があ

り、被災者側で情報アクセスが断たれる状況も避

けられない。このような現実を踏まえると、防

災 IT を万能な仕組みとして期待するのではなく、

災害時に生じ得る制約や限界を踏まえた上で活用

する必要がある。

防災 IT の本来の目的は、設備やシステムその

ものを維持することではなく、人命を守るための

コミュニケーションを支えることである。そのた

めには、技術の可能性と限界の両方を正しく認識

し、災害時に何ができて何ができないのかを共有

した上で、防災対応を考えていくことが求められ

る。

重要通信の議論は、現代の防災 IT が抱える前

提条件を最も端的に示している。これからの防災

IT において重要なのは、技術に過度な期待を寄

せることでも、限界だけを強調することでもない。

防災 IT を社会の中でどのように位置づけ、どの

ように使うのかを、災害の経験や実態に即して見

直し続ける姿勢そのものが、今後の防災対応の基

盤になると考えられる。
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１．林野火災と極端性

大規模林野火災による深刻な被害が国内外で

生じている。気候変動の影響が懸念されてお

り、実際に顕在化してきたとされる地域もある

(Abatzoglou and Williams 2016)。湿潤気候下であ

る我が国では国外の乾燥域における事例と比較す

ると小規模ではあるものの、年間1,000件以上の

林野火災が生じており、焼損面積が100 ha を超

える大規模事例も生じている (Touge et al. 2024)。

特に2025年は太平洋側を中心に大規模林野火災が

多発し、その中でも岩手県大船渡市、岡山県岡山

市、愛媛県今治市の焼損面積はそれぞれ3,370 ha、

486 ha、482 ha となった。日本全国の年間焼損総

面積が500 ha から1,000 ha で推移していることを

踏まえると、国内で生じる林野火災のスケールと

しては極端に大規模化したことが分かる。こうし

た「極端な大規模林野火災」による被害は、2025

年に大船渡市や今治市の事例で居住地まで延焼し

深刻な被害をもたらしたことを踏まえると、防災

上の重大な懸念である。

林野火災の発生や大規模化の要因には、出火要

因、環境要因、消防力の三要素がある。出火要因

について、特に国内の林野火災では98.77％が人

為的な着火によるため、出火要因における気候変

動の影響は限定的と考えられ、消防力についても

同様である。一方、環境要因とは火災が発生・延

焼しやすい環境条件を指し、ここには自然環境の

条件が多く含まれている。多様な環境要因が考え

られるものの、極端条件や気候変動影響を議論す

る上では、特に強風・乾燥といった水文気象要因

が重要となる。これまで豪雨被害等で議論される

ことが多かった極端気象災害の一つとして、「極

端な乾燥」に関する研究の必要性が高まっている。

筆者らの研究グループは水文学を専門としてお

り、乾燥条件についての定量的評価を国内外で進

めてきた。水文分野では、報道等でも耳にする

「50年に一度の豪雨」のように気象外力を生起頻

度で示すことが多く、それ故に現象や事例の極端

性に関する議論が積極的に行われている。そこで

本報では、林野火災の極端性や気候変動影響評価

について、国内で生じている林野火災の発生傾向

を踏まえつつ、著者らが進めている最新の研究に

ついて説明する。

２．林野火災の生起状況の極端性

極端な林野火災と表現しても、実際には極端に

焼損面積が大きい場合と、極端に林野火災が多発

する場合の二種類があると考えられる。2025年の

事例を考えると焼損面積が大きい事例は防災上の

懸念が大きく、また直近の林野火災件数に応じて

注意喚起をしている地域もあり林野火災件数に関

する極端性も重要な観点である。 

□極端性の視点に基づく林野火災に対する

気候変動の影響評価

京都大学防災研究所　特定准教授　峠　　　嘉　哉

特　集 林野火災への防災・減災（その１）
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筆者らの研究グループでは水文学的検討を進め

るにあたり、まずはその生起状況の極端化を整理

する必要があると考え、その枠組みを図１のよ

うに整理した (Shi et al. 2023; Shi et al. 2024)。年

間もしくは月間の林野火災件数と焼損総面積を

それぞれ縦軸と横軸でプロットすることによっ

て、該当年・該当月の特異性を表現する。焼損

面積が増加するような変化を林野火災拡大ベク

トル (Wildfire extent vector: WEV)、林野火災件数

が増加するような変化を林野火災増加ベクトル

(Wildfire increase vector: WEV) と表す。

少数の大規模林野火災で総焼損面積が極端に大

きくなることはあり得るため WEV は横軸に並行

になり得るが、林野火災件数が増加すると総焼損

面積も必然的に増加するため WIV は斜めに伸び

る形となる。そのため、図１のような図が描け

る。図上の右上側に位置するほど林野火災の生起

状況が極端な状態と言えるが、同じ極端火災でも

幾つかの種類に分けられる。図中①は WIV 方向

に極端であることから林野火災件数が多い「極端

多発型 (Super Frequent)」、図中②は WEV 方向に

極端であることから焼損面積が大きい「極端規模

型 (Megafires)」、図中③は双方が大きい「複合極

端型 (Compound Extreme)」である。赤色のグラ

デーションで林野火災の極端性を示し、Wildfire 

extreme zone とされている右上の領域では極端性

が高いと表現される。

今後の気候変動への懸念を踏まえると、火災件

数が増加しやすい水文気象条件（WIV 方向）と

焼損面積が拡大しやすい水文気象条件（WEV 方

向）を切り分けることは有用である。図２は土壌

水分量を例に林野火災生起状況と比較した相関で

あり、負の値が大きいほど相関が高いことを示す。

得られた地域毎の相関関係は気候帯を反映した空

間分布を示しているが、土壌水分量との相関は林

図１　林野火災の生起状況の極端性

(Shi et al. 2023; Shi et al. 2024)

図２　林野火災の生起状況と土壌水分量を例にした相関関係。負の値が大きいほど相関が高いことを示す (Sun et al. 2024)

(a)林野火災件数と土壌水分量の相関 (b)林野火災焼損面積と土壌水分量の相関
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野火災件数の方が全体的に高いことが示された。

焼損面積は変動が大きい上に火災件数に比べてよ

り多くの要因で変動するためと考えられる (Sun 

et al. 2024)。

また、筆者らは林野火災の生起状況に基づき、

図１においてグラデーションで示した生起頻度の

計算方法を検討している。火災件数や焼損面積の

単独の生起確率ではなく、双方を考慮した生起確

率を計算する場合、その分析には二変量に基づく

多変量統計解析が必要となり複雑となる。そこで、

水文学でも使用事例が増えている Copula 関数を

用いた計算方法を提案している (Shi et al. 2023; 

Shi et al. 2024)。

３．極端な乾燥の将来予測

前節では林野火災の生起状況についての極端性

を整理したが、本節では水文気象要因の極端性、

特に「極端な乾燥」について気候変動を踏まえて

検討する。豪雨災害を例にすると分かりやすいが、

気候変動で懸念される災害強度の変化は、「年降

水量が10％増加する」というような長期の平均的

変化よりも、「同じ50年に一度の日雨量でも、将

来は10％強まる」というように極端事例への気候

変動影響に注目することは有用性が高い。これは

乾燥条件でも同様であり、大規模林野火災を踏ま

えて「極端な乾燥」条件の将来予測を研究する必

要性は高まっている。

そこで筆者らは、極端な乾燥条件の将来予測を

続けてきた（峠ら 2019; 峠 2024）。極端な乾燥条

件の将来変化を乾燥度のヒストグラムの変化とし

て示しており、峠ら（2024）ではその意図について

①乾燥条件の生起頻度の増加・減少と②乾燥強度

の強化・弱化の二点について述べている（図３）。

①生起頻度の増加・減少については、閾値を下回

るような乾燥条件の頻度の増減を閾値以下の面

積変化として示すことができる（図３a）。例えば、

「過去に大規模火災が生じた時より乾燥する年間

日数が将来気候下で２倍になる」といった視点で

ある。一方で、②乾燥強度の強化・弱化は同一の

生起確率（図では面積が同じ場合）でも乾燥側

（湿潤側）に推移する形で示される（図３b）。例え

ば、「年間で最も乾燥する10日間は将来気候下で

は更に強い乾燥状態にある」や「将来気候下で最

も乾燥度が強い10日間における乾燥条件は、現在

気候下では未経験なレベルにある」といった視点

である。

しかし、図３に示すような明瞭なヒストグラム

の変化として極端な乾燥条件の将来予測を実現す

るには、大規模な数値実験が必要となる。一般

的に、将来の気象条件の予測は全球気象モデル

（Global Circulation Model: GCM）を用いた大規模

計算によって将来を想定した仮想的条件下で地球

全体の気象条件を計算するが、100年に一度など

の極端な気象条件が解析期間内に含まれるために

は、当然に長期間の解析が必要である。そのた

図３　気候変動による乾燥条件の生起頻度の変化 ( 峠 , 2024より転載 )

（例として、土壌水分量を対象に気候変動により乾燥度が増加・強化する場合を示す）

(a) 同一の乾燥条件でも生起頻度が増加する (b) 同一の生起頻度でも乾燥度が強化する
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め、極端気象条件の将来予測を実現することを目

的とし、数千年分に及ぶ気象条件を計算したデー

タセットが database for Policy Decision making for 

Future climate change （d4PDF）であり、多様な災

害を対象として将来予測研究での利用が進んでい

る （Ishii and Mori）。

筆者らは、d4PDF から得られる降水量や気温

等の気象条件を入力条件として水文モデルで土壌

水分量を計算し、極端な土壌水分量の乾燥条件が

将来気候下でどのように変化するかを調べている。

土壌水分量の計算に用いた水文モデルは陸面過程

モデルの Simple Biosphere including Urban Canopy 

（SiBUC）である（Tanaka 2004））。本報では例とし

て、2017年に尾崎半島林野火災が生じた岩手県釜

石市を対象に、冬季から春季（１-６月）における

期間最低土壌水分量の将来予測を示す（図４）。

図４は期間最低土壌水分量値のヒストグラムで

あり、気候変動の影響で乾燥側に明瞭に変化する

ことが示されている。変化は顕著であるので長期

平均値としても乾燥側に変化することが想定され

るが、本研究の目的である「極端な乾燥」に着目

すると、現在気候で10年に一度の乾燥条件が将来

気候下では3年に一度となり、100年に一度の乾燥

条件が10年に一度と予測された。また、将来気候

下において上位7％の乾燥条件は、現在気候下で

は未経験の乾燥度となることが示された。

今回の結果では、ヒストグラムが滑らかな分布

になったことも重要な点である。今回ヒストグラ

ムを作成するために対象とした１-６月における

期間最低土壌水分量は、年間で１つの値であるた

め、例えば10年間の解析で得られるサンプル数は

10個である。そのため、数十年間分の数値解析で

はヒストグラムがこのように滑らかな分布になり

にくい。d4PDF を用いた数千年分の数値解析結

果に基づいたため、滑らかな分布に基づき極端条

件までの検討が可能となっている。

４．おわりに

本報では、大規模林野火災への懸念や気候変動

影響評価の重要性を踏まえ、筆者らが進めている

水文学的な研究事例を極端性の視点に基づき解説

した。気候変動の関連分野では最先端の手法、議

論、データセット等が次々に提案・更新されてお

り、多様な災害を対象に検討が進められている。

林野火災を対象とした展開は科学的にも社会的に

も重要である。湿潤気候帯における林野火災は、

海外の乾燥域における事例に比べて小規模である

ため注目度は少なくなることが多いが、湿潤域で

あるからこその難しさがあると感じている。今回

紹介した分析や検討は、林野火災に対し水文学か

らの貢献が期待される部分の一つであり、火災分

野や森林分野とも連携した更なる発展を期待して

いる。
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１．はじめに

2025年２月26日13時頃、大船渡市で発生した林

野火災（以下「本火災」という。）は、４月７日

に鎮火するまで広範囲に延焼し、死者１名、焼損

建物226棟、延焼面積約3,370 ha（２月19日から

の火災の延焼範囲を除く）という大きな被害をも

たらした。消防研究センター及び消防庁予防課は、

消防法第35条の３の２に基づき、本火災について

消防庁長官による火災原因調査を実施し、出火原

因及び延焼要因について調べた1）。また、大船渡

地区消防本部からの要請に基づき、損害調査に関

する技術支援を行った2）。本稿では、これらの結

果を抜粋して紹介する。

なお、一連の調査のうち、出火原因に関する調

査については大船渡地区消防本部及び岩手県警察

本部に、延焼要因に関する調査については大船渡

地区消防本部、消防庁予防課、林野庁及び（国

研）森林研究・整備機構森林総合研究所に、損害

に関する調査については大船渡地区消防本部及び

岩手県内応援消防隊に、それぞれ協力を頂いた。

２．発生時の気象条件

長期的・短期的に見た大船渡市の気象条件につ

いては文献3）で詳しく分析されている。岩手県で

は、２月19日に大船渡市、25日に陸前高田市で林

野火災が発生し、本火災は、引き続いての林野火

災となった。連続して発生した背景として、次の

ように長期的にも短期的にも降雨量が少なかった

ことが考えられる。

・2024年12月～2025年２月の冬季３か月の降水

量：37ミリ（約60年間で少ない方から第３位）

・2025年２月の降水量：2.5ミリ（約60年間で２

月としては最少。月間としては２番目に少ない

（第１位は0.8ミリ：1966年12月））

・１月26日の3.5ミリの降水の後、0.5ミリ以上の

降水がない

葉が茂った林では、わずかな雨は葉にさえぎら

れて蒸発し地表まで届かないことから、地表の落

葉や落枝などに水がほとんど供給されない状態に

あったとみられ、また、普段は水が集まってくる

谷地形にも水が少なくなっていたであろう。この

乾燥は、火災の発生や、発生後の延焼の速さに関

係したものと思われる。

また、出火日の２月26日には強風注意報が発表

されている。２月26日の最大瞬間風速は18.1メー

トルで、この値は約60年間で上位約11％に相当す

る。同程度の風は、翌27日、一日あけて３月１日

にも吹いた。２月28日には南風が入り、それまで

風上にあたり延焼が緩慢だった方向にも加速した。

□大船渡市における大規模林野火災の調査について

Survey on large scale wildfire in Ofunato City

　総務省消防庁消防研究センター
 National Research Institute of Fire and Disaster

特　集 林野火災への防災・減災（その１）
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３．延焼の状況

林野の燃え方には、地表火、樹冠火、地中火及

び樹幹火という４形態が知られている。本火災で

は、地表火が広い範囲で見られ、一部で樹冠火が

見られた。また、厳密には地中火には該当しない

が、伐採木などが厚く堆積した渓岸で３月末に

なっても間欠的に白煙が上がるなど、地中火に近

い状況も発生した。

図１は出火箇所付近の様子である。中央下の切

り株（白丸内）から風下にあたる写真右方向及び

斜面の登り方向である奥方向（写真上方向）に燃

え広がっている。この周辺では地表火で延焼して

おり、スギの樹冠は緑色のまま残っている。火災

は当初、主に東方向へ延焼していった。

図２は、出火箇所から約1.2km 東の八ヶ森とい

う山の南西にある谷のスギ林の状況である。地表

の可燃物はすべて燃え、樹幹は全周焼けて金属的

な光沢をしており、根元から梢の先まで燃えてい

る。この林で激しい燃焼があったことがうかがわ

れる。八ヶ森付近からは覚知から約40分後に濃煙

が高く上がるのが消防隊員により遠望されており、

そのころ激しい燃焼が起きたと考えられる。一般

的には風が弱く、湿度も高いため燃えにくいであ

ろう谷間において、激しい燃焼が起きることは海

外でいくつかの報告4）があり、そのメカニズムに

ついては、対流が促進されることなどいくつか提

唱されている。

覚知から約１時間の14時頃、八ヶ森から約２キ

ロ東の田浜地区にいた消防隊員は、地区の住宅地

内だけでも少なくとも３か所に飛び火が発生した

ことを確認している。八ヶ森から立ち上がった濃

煙が多くの火の粉を含んでおり、それが東に流さ

れて飛び火を発生したと考えられる。この結果と

して、覚知約３時間後には、東西に約７キロ、周

長約30キロの範囲に延焼が及んだ（図３）。

その後、本火災は主に地表火によって延焼拡大

している。この地域はリアス海岸の起伏にとんだ

地形であり、それぞれの地点で斜面を登る方向へ

の延焼が促進されたこと及び局地的な風の影響を

受けたことから、多方向へ拡大し、対応が困難に

なる要因となった。また、飛び火も各地で発生し

図１　出火箇所付近の林野の焼損状況

図２　八ヶ森南西の谷のスギ林の焼損状況

図３　２月26日15時頃までの延焼の状況
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ている。先述の田浜地区のほか、16時頃には黒土

田及び大畑野、27日14時頃には綾里駅西の丘陵に、

飛び火によるとみられる孤立的な火災が報告され

ている。

最終的な焼損範囲は図４の通りである。

４．建物への延焼

大船渡市の報告（６月10日17:00現在）によると、

本火災では、住家90棟、非住家136棟が焼損した5）。

出火点に近い小路地区のほか、覚知後約２時間の

急激な延焼拡大の影響を受けた石浜地区、綾里港

地区及び田浜地区で住宅の全焼が多い。また、外

口地区でも大きな被害を生じた。

家屋全焼15棟、半焼11棟であった綾里港地区に

ついてみると、大船渡地区消防本部職員への聞き

取り調査及び現地調査の結果、９か所の出火点が

確認され、いずれも飛び火によるものと考えられ

た。うち、４か所で隣棟延焼が生じた。図５に綾

里港地区で家屋の間に落ちて燃え広がる前に消さ

れた飛び火の様子を示す。

綾里港地区では大船渡地区消防本部、消防団及

び県内応援隊により、長距離送水を含む消防活動

が行われ、空地や道路、建物の防火性能を生かし

て延焼阻止が図られた。詳細は文献5）に詳しい。

５．消防活動6）

このような延焼状況の中でも、被害の最小化の

ための地域の取り組みがあった。覚知後約50分の

13:50には出火点風下の打越地区に避難指示が出

され、14:00に小路、石浜、港、岩崎各地区に拡

大し、その後も拡大している。このように迅速に

判断できた要因としては、火災の前線から延焼状

況が画像を伴って市の危機管理部局へもたらされ

たことがあげられている。また、指示の発出に伴

い、消防隊の派遣のほか、バスや船舶（警察警備

船）の手配など、避難支援のための具体的な動き

が迅速にとられた（図６）。また、地域において

は、自主防災組織による高齢者への直接の電話連

絡など、きめ細かな支援などが行われている3）。

このように、危機認識の早さと行政及び地域の

具体的な活動の立ち上がりの早さには特筆すべき

ものがあったと思われる。これらを可能とした背

景として、拡大してしまいそうだという俯瞰的な

判断が現場でいち早くできたこと、それが画像を

図４　最終的な延焼範囲（濃い灰色部分は２月19日か

らの火災の延焼範囲、四角い枠は図６の範囲）

図５　燃え広がる前に消された飛び火（綾里港地区） 図６　初期の延焼状況と救助活動
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伴い効果的に市に伝えられたこと及び避難訓練の

実施や個別受信機の設置などの備えが整っていた

ことがあげられる。

６．損害調査

岩手県防災航空隊の撮影した画像、緊急消防援

助隊が用いた共通グリッド地図（300ｍメッシュ）

や岩手県災害対策本部員会議資料を GIS に取り込

み、焼損範囲の境界を地図上にプロットし、全周

ではないものの主要な場所について現地調査を行

い、焼損範囲を確定させた。

焼損建物の棟数及び面積の把握にあたっては、

大船渡市及び大船渡警察署の情報を得たうえで現

地調査を行った。この調査は大船渡地区消防本部、

県内応援隊及び消防研究センターで構成する７～

８名の班を６班編成し、写真撮影、面積算出など

を行って実施し、適切な記録保存と迅速な実施を

図った（図７）。

７．出火原因調査

7.1　出火箇所の同定

最初に火災が目撃された場所及びその一帯（以

下「現場」という。）は、大船渡市赤崎町合足

（あったり）地内である。県道を走行中の車中か

ら白煙が立ち上がっているのを見た運転者は現場

へ向かい、火炎を確認して119番通報した。火災

初期に現着した消防隊の話や当時の画像から、付

近では西～北西の風が吹いていたようである。

現場には井桁に組んだ丸太や切り株などが存在

したが、焼損状況及び当時の風向から、出火箇所

は、現場に存する事業所の敷地と山林の境界付近

にある焼損の著しい切り株付近であると考えられ

る（図１）。

出火原因としては、電気設備、電気配線、取灰

及びたき火については、出火箇所周辺に痕跡が認

められず、これらに起因する出火の可能性はない。

可能性として、建物近くに見つかったたばこ、放

火及び建物内で使われていた薪ストーブの煙突か

らの火の粉が考えられる。但し、たばこ及び放火

図７　損害を受けた建物の分布
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については状況等からみて可能性は低い。

7.2　火の粉の飛散実験

使われていた薪ストーブの同型品と所有者から

貸与いただいた現場の煙突を用いて、薪ストーブ

を利用中に大型送風機で煙突に送風したとき火の

粉が外部へ飛散するかについて、消防研究セン

ター総合消火実験棟において実験を行った。

図８に実験の状況を示す。写真右下の薪ストー

ブ本体から、煙突が上方へ伸び、左方へ折れ、再

度立ち上がっている。終端部は写真の条件では現

場にあったものと同じ T 型となっているが、そ

の他に H 型及び陣笠型のものも販売されている

ため、これらも用いた。

写真奥に移っている円形は送風機で、風速１ 

ｍ、７ｍ、10ｍ（送風機の性能上限）の３段階の

風を送った。参考までに、覚知時の大船渡アメ

ダスにおける平均風速は6.9ｍ、最大瞬間風速は

13.0ｍであった。薪ストーブの奥にある白い板は

屋内を模すために風よけのために設置したもので

ある。

燃焼の強さ（薪の量）、吸気条件、煙突終端部

形状、煙突にあたる風の強さを変えた135条件で

実験を行い、今回用いた製品及び煙突形状等の条

件では、ある組み合わせ条件によっては火の粉の

飛散がありうることが分かった。

7.3　火災原因に関する結論

現場見分及び実験を踏まえ、火の粉の着火性を

検討したうえで、「本火災の原因として、敷地と

山林の境界の切り株付近において、煙突の火の粉

を起因として出火することは、ほかの検討対象と

比較して相対的に高い可能性が認められるが、具

体的な発火源、出火に至る経過及び着火物の特定

には至らない。」と結論付けた。

８．おわりに

本火災は、延焼範囲が広いこと、地形が険しい

こと、鎮圧まで時間を要したこと、被害建物が多

いことなどの要因により、調査のポイントの絞り

込みに大変苦慮した。出火箇所の同定や、建物へ

の延焼の状況、大規模に延焼した要因の考察にあ

たっては、大船渡地区消防本部で最前線で活動さ

図８　燃焼実験の状況

3.6 m 

2.2 m 

1 m 
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れた方々に現場で聞き取りを行うことができ、多

くの有益な情報を頂いた。それらの情報と、現場

に残された林野及び建物の焼損状況とを子細に突

き合わせることにより、出火原因、延焼要因や被

害要因について、一定の成果を得ることができた

と考えている。難しい災害の中で冷静に活動され

た大船渡地区消防本部の皆様に敬意を表する。
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１．はじめに

2025年２月26日に発生した大船渡市の林野火災

では、約3,370 ha の林野が焼損したほか、住家90

棟、非住家136棟の建物が焼損する被害を受けた。

このうち、一団の建物火災としては最も多くの建

物が焼損した綾里港地区の火災について、現地を

調査し、消火活動にあたった消防隊員から聞き取

りをする機会を得たのでその結果を報告する。ま

た、本火災の被災地域の特徴として、都市計画や

災害危険区域等の指定状況と、消火栓水利として

の上水道の状況についても紹介する。

２．地域の特徴

大船渡市林野火災の被災地域は、リアス海岸の

□綾里港地区の火災について

－大船渡市林野火災で発生した飛び火による地区内同時多発火災－

総務省消防庁消防研究センター　技術研究部

施設等災害研究室長　鈴　木　恵　子

特　集 林野火災への防災・減災（その１）

図１　被災建物の分布
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特徴から急峻な山地が海岸に迫る地形で、広く開

けた平地が少ない。また、綾里湾沿岸と綾里川河

口周辺、合足や外口の漁港周辺の平地は津波に対

する災害危険区域に指定されているため、住宅を

建てられる場所はさらに限られる。その結果、山

林の外縁部に建てられた住宅が被災したものと考

えられる。

2.1　被災建物の分布

焼損と水損が確認された住家90棟と非住家136

棟の分布を図１に示す。被災建物の多くは焼損し

た林野の周辺部に位置している。林野と建物が焼

損している場所での延焼は、林野からの輻射や接

炎による建物への延焼、建物間の延焼、飛び火、

飛び火着火後の林野への延焼、場合によっては焼

損建物の単独出火である可能性もあるが、林野や

隣接建物との距離から輻射や接炎による延焼が否

定される建物や、延焼が目撃されたものを除き、

焼け跡から判別することは困難であった。焼損建

物の多くが完全に焼け落ちていたためである。ま

た、避難指示のため目撃情報はほとんど得られな

かった。

2.2　都市計画区域と防火地域指定

大船渡市は、平成13年11月に旧大船渡市と旧三

陸町が合併して発足した。本林野火災の被災地の

ほとんどは旧三陸町の地域である。大船渡市地理

情報システムによると、都市計画区域は旧大船渡

市域内に指定されており、大船渡市赤崎町長崎と

外口の林野の一部を除き、本火災の焼損範囲は都

市計画区域外であり、用途地域指定もない。また、

大船渡市内には、市街地の延焼火災被害を抑制す

る観点から建物の規模に応じて防火性能を求める

防火地域の指定はなく、準防火地域が大船渡湾西

岸に１箇所（約2.1ha）指定されているのみであ

る（図２）。火災による類焼の防止を図る目的で

指定される建築基準法第22条第１項の規定による、

いわゆる ｢屋根不燃地域 ｣の指定も、大船渡市全

域で行われていない。

2.3　災害危険区域と土砂災害警戒区域等の指定

大船渡市は条例により、浸水が予想される地域

や、東日本大震災の津波で実際に浸水した地域を

災害危険区域に指定し、予想浸水深に応じて住居

用建築物等の建築や、構造、居室の階などを制限

している1) ～3）（図３）。また、土砂災害防止法に

基づく土砂災害特別警戒区域等（土石流、急傾斜

地、地滑り）が指定されており、これらの区域指

定にかかっていた被災建物も少なくない。

2.4　消火栓水利としての被災地域の上水道

道路に設置されている消火栓は、消防隊や消防

団が消火用水として使うが、消火栓専用の配水系

統があるわけではなく、私たちが飲用や生活に使

用している上水道配管に取り付けられている。大

船渡市の上水道は、旧大船渡市域では上水道事業

として、旧三陸町域では簡易水道事業として供給

図３　大船渡市の災害危険区域指定

図２　大船渡市の都市計画区域と準防火地域
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されている。本火災の被災地域のほとんどが旧三

陸町内であるため、水道水の供給能力は上水道地

域に比べて脆弱である。特に、最初に火災が確認

された合足付近は、綾里簡易水道の末端にあたり、

水道水の給水条件としては、市内で最も厳しい地

域の一つと考えられる。大船渡市内の給水区域の

概略に焼損範囲を重ねたものを図４に示す。また、

本火災の被災地域に接する水道として、大船渡上

水道、綾里簡易水道、小石浜簡易水道、砂子浜簡

易水道及び甫嶺簡易水道の供給能力を表１に示す。

３．綾里港地区の火災

3.1　綾里港地区火災の概要

大船渡市三陸町綾里港地区の火災は、住家15棟

と土蔵等の非住家12棟を焼失した。この地区で最

初に物置から白煙が出ているのが確認されたのは、

２月26日15時25分頃であり、合足地区の火災が消

防覚知された13時02分の約２時間半後である。

この地区の火災については、当初、先遣調査隊

からの情報により、一件の延焼火災であると想定

されたが、焼け跡の状況と消防隊員からの聞き取

り調査の結果、出火点は少なくとも７か所あり、

複数の建物火災が同時多発的に発生していたこと

が判った。いずれも飛び火によるものと考えられ

る。また、この火災に近い綾里川の河川敷でも同

時間帯に非住家の建物火災が２件発生しており、

同様に飛び火による出火の可能性が考えられた。

綾里港地区は前述のとおり都市計画区域外であ

り、地区内に建てられる建物には建物間の延焼や

類焼を防ぐための防火性能は求められていない

が、土砂災害警戒区域（急傾斜地）が焼損範囲の

ほぼ全域に指定されている。また、昭和三陸津波

（1933）後に集団移転により形成された住宅地で

あった5）。

綾里簡易水道

小石浜簡易水道

砂子浜簡易水道

甫嶺(ほれい)簡易水道

：焼損範囲

図４　大船渡市内の水道（大船渡市資料4）を加工）

表１　被災地域に接する水道の各配水池の供給能力

 
（大船渡市上下水道部提供資料から作成） 

水道名

6,840㎥/日

13,466㎥

908㎥/日

464.8㎥ (綾里港地区)

宮野配水池 綾里配水池系から宮野送水ポンプ室経由

田浜配水池 　同　田浜送水ポンプ室経由

小路配水池 　同　小路送水ポンプ室経由(小路・合足地区)

54㎥/日

小石浜配水池

26㎥/日

砂子浜配水池

186㎥/日

甫嶺配水池

甫嶺簡易水道 甫嶺浄水場

162.0㎥

大船渡上水道 第1～4浄水場合計

19配水池合計

小石浜簡易水道 小石浜浄水場

82.5㎥

砂子浜簡易水道 砂子浜浄水場

78.8㎥

綾里簡易水道 綾里浄水場

綾里配水池

239.6㎥

83.4㎥

99.2㎥

浄水能力／貯水量　
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3.2　綾里港地区火災と消防活動

綾里港地区の建物火災は、複数棟が焼損した火

災区画が４箇所ある。ここではＡ～Ｄ区画とし、

その位置を図５に示す。このほか、B 区画に隣接

する土蔵の単独火災、消防団屯所北側のぼや火災、

地区南端の建物間の軽微なぼや痕がある。

⑴　Ａ区画の火災

15時25分頃に住家に付随する物置から白煙が上

がっているのを消防隊員が視認している。16時30

分頃には母屋の住家が燃え、住家から北側と東側

の建物に延焼し、５棟が焼損した。火元付近に消

火栓から放水が行われており、初期の延焼拡大は

抑えられているが、延焼を止めるには至らなかっ

た。

一方、区画の北西部は、防火水槽からの送水に

より、２棟の住家への延焼が阻止された。防火水

槽には、消防団可搬ポンプで綾里川から吸水し、

県内応援のポンプ車が連携送水して補給が続けら

れた。

延焼が阻止されたこの場所は、幅員約５ｍの道

路と被延焼側住宅の敷地内空地により火災との間

写真１　綾里港地区の被害状況

図５　綾里港地区の焼損範囲と消防活動

16:55
釜石消防対応

17:00
消火なし

ぼや痕

16:45

(土蔵)
17:20

16:55
消火なし

16:30

17:15

18:00

15:25物置から白煙

16:30

17:15

18:20以前

18:00以前

18:50

19:40以降

18:00過ぎ
草地に飛び火多数

18:30頃 草地に飛び火

19:30最盛期

消
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釜石消防P車
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大船渡消防_初期消火 一ノ関
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可搬
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P車
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北側街区の延焼を阻止
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【凡例】

出火点

防火水槽

地上式消火栓

大船渡ポンプ(隊/団)

県内応援隊ポンプ

ホース伸長経路

(経路不明/地図外)

放水による延焼阻止
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に離隔距離が保たれ、また被延焼側住宅の外壁が

燃えない素材で作られていたことで、延焼防止性

能があった。そこに放水が行われたことで、両輪

となって奏功したものと考えられる。

⑵　Ｂ区画と土蔵の火災

16時30分頃、北端の建物が燃えているのが確認

されており、消防隊は消火と北側への延焼阻止の

ための放水を行った。火元建物は、鉄骨造３階建

てと木造２階建ての混構造の建物であり、裏側

（林野側）の木造部分が先に燃えているのが確認

されている。

火災初期には、消防団第十分団第一部屯所前の

消火栓から放水が行われたが、その後、綾里川か

ら消防団ポンプ車が吸水し県内応援隊が連携送水

して放水が行われた。しかし、火災は道路側の鉄

骨造部分へ延焼した後、南側の２棟の建物へ順次

延焼し、合計３棟を焼損した。

Ｂ区画の南側に接する土蔵も17時20分頃に燃え

ているのが確認されているが、建物の外壁面に外

側から加熱された痕跡はなく、飛び火による単独

火災と考えられる。

⑶　Ｃ区画の火災

16時45分頃、Ｃ区画南西端の住宅が燃え始めた。

この火元建物の北側に隣接する土蔵建物へは軒を

介して延焼したものと考えられるが、目撃情報が

少なく、別の飛び火による土蔵の単独火災や、北

側開口部から延焼した可能性も否定できない。そ

の後、Ｃ区画の火災は北方向へ延焼するととも

に、幅員約５ｍの道路を挟んで東側の住家にも延

焼した。この地区で最後に燃えたのがＣ区画の南

端の住家である。この場所には、前述の消防団可

搬ポンプからの連携送水のほか、消防団屯所から

約500ｍ離れた大船渡市立綾里小学校プールから、

大船渡消防のポンプ車と可搬ポンプ、県内応援の

複数のポンプ車とが連携した送水も行われた。防

火水槽からの送水も行われ、西側の建物への延焼

を阻止している。

なお、このＣ区画南端の焼け残った住宅２棟の

建物間の犬走りにも、飛び火によるぼや火災の跡

と思われる燃え残りがみられた。

⑷　Ｄ区画の火災

擁壁上の１軒の住宅で、母屋と付属棟の計３棟

が全焼している。17時頃には火災になっていたよ

うであるが、消火は行われていない。東側の擁壁

下のＢ区画の火災とは高低差が約10ｍあり、Ｂ区

画からの延焼とは考え難い。隣接する林野も焼損

しており、17時22分頃にはＢ区画上の擁壁の上端

に火線が見られていることから、隣接する林野か

らの接炎や輻射による延焼か飛び火による出火の

可能性が考えられる。

⑸　屯所北側のぼや火災

15時30分頃、屯所北側の住宅の間から煙が昇っ

ているのを屯所にかけつけた消防隊員が気づき、

屯所前の消火栓からホースを伸ばし、犬走りで燃

えていた雑品を消火している。この出火を放置す

れば、道路沿いに並ぶ住宅に延焼して被害を拡大

し、消火をさらに困難にした可能性がある。

⑹　擁壁上の山林の消火

屯所前の坂道を登った先の擁壁上の林野の火災

は、綾里小学校プールから連携送水して行われた。

県内応援隊が放水したと思われ、詳細は不明であ

るが、火の粉の飛散を抑えた可能性がある。

3.3　焼け止まりの考察

綾里港地区火災の東側は、幅員約９ｍの南北方

向の街道で焼け止まっている。焼け残った側には

住宅や店舗併用住宅が並び、一部の建物の２階の

窓ガラスにひびがみられたが、道路から観察した

限りでは内部の焼損被害はみられなかった。消防

署員への聞き取りの中では、延焼防止のために予

備注水をしたという発言はなかった。火災時の気

象条件と道路幅員による離隔距離、火災側への放

水による輻射の低減などの効果が相まって、延焼

を免れたものと思われる。

また、焼損建物に隣接して被害を免れた住宅は、

比較的新しく、外壁に燃えない材料が用いられる

とともに、焼失区画との間に道路と庭先などの空
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地があった。そこに放水が加わることで、延焼が

阻止されたものと考えられる。

４．おわりに

大船渡市林野火災は、大船渡市内の旧三陸町地

域に多くの被害を生じさせた。この地域は都市計

画区域外であり、防火地域等の指定はなく、災害

危険区域と土砂災害警戒区域等の指定のある地域

であった。また、簡易水道地域であり、消火栓か

ら取水できる消火用水には限りがあった。

このような条件の下、急速に延焼拡大する林野

火災と並行して、綾里港地区では同時多発的に住

家の火災が発生し延焼拡大していた。建物の同時

多発火災は大規模地震後に発生することが知られ

ているが、この火災は、林野火災においても飛び

火により同時多発的に建物火災が発生することを

認識させるものであった。また、限られた消防力

と水利で林野火災と建物の同時多発火災に立ち向

かうためには、消防力の強化や新しい消火技術に

加え、建物やまちの火災に対する強さが必要であ

ることを改めて示している。
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１．はじめに

草地での火災や野焼き時には、飛び火を発端と

して人的事故が発生することがある1、2)。飛び火

の理解を深めるには、飛び火が実際にどのような

状況で起きるのかを知る必要があるが、火の粉の

発生から着火までの過程を火災や野焼き時に観察

することは難しい。

2025年２月26日に大船渡市で発生した火災は

3,370 ha を焼損する大規模な林野火災となった3)。

火災の初期には北西風により主に東方向に延焼し

たが、西方向にも延焼した。出火翌日の27日の朝

方、出火点から約800 m 北の、合
あったり

方川沿いの集落

最北端のすぐ北側で（図１左上地図）、この川の

□大船渡市林野火災における草地火災

総務省消防庁消防研究センター　篠　原　雅　彦

特　集 林野火災への防災・減災（その１）

図１　調査地点の空撮写真と地図：地図内の延焼範囲は参考文献3) に基づく。地図は国土地理院地図を加工。（空撮写

真撮影 : 消防研究センター 土志田正二氏、撮影日：2025年３月18日）
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東側に位置する山林を燃え下ってきた火が、その

西側に隣接する草地に延焼し、さらにその草地か

ら道路と川を越えて西側の山林に飛び火したとい

う証言を消防職員から得た。そこで、この草地で

の飛び火がどのような状況で起きたのかを知るた

めに、2025年４月３～４日に現地調査を行った。

ここでは、その結果を報告する。

２．気象状況

草地の延焼と飛び火が起きた頃の大船渡特別地

域気象観測所（以後、大船渡（アメダス）と記

す）での気象状況を表１に示す。この観測所は

草地から約５　km 西北西に位置し、その間には

大船渡湾と標高200～300 m の山が南北に連なる。

大船渡（アメダス）では、１月26日に3.5 mm の

降水を記録した後、２月27日までの32日間は0.5 

mm を超える降水はなかった。表１に示す突風率

は、10分間の最大瞬間風速を同じ10分間の平均風

速で割って求めた値である。この表は４節の考察

で用いる。

３．飛び火

証言と現地調査から飛び火の発生状況を推測し、

風向・風速との関係を考察した。

3.1　証言

本現場で消火活動を行った消防職員から、以下

のような内容の証言を得た。

東の山の斜面を西、南西方向に燃え下ってきた

のを橋のところから放水していたところ、27日の

6時くらいに草地を東から西に延焼拡大し、道路

を越え西の山に延焼拡大した。火の粉が飛んで山

の地面に着いたと思ったら燃え上がったのを隊員

が目撃した。あっという間に火が着いた。ススキ

が燃えたと思ったら（火の粉が）飛んだ。その

前には西の山は見える範囲では燃えていなかっ

た。草地より北の方がいつ燃えたかは分からな

い。木々の間から煙がのぼっているようには見え

た。草地の火の高さはススキの高さくらい。スス

キの燃え拡がりは山を燃え下がるよりもはるかに

速かった。西の山の低いところが燃えるのは見た。

3.2　草の種類

図１に草地の状況を示す。草地 A ～ E は燃え

た領域、草地 f、 g はまったく焼けなかった領域、

c、 d、 e は部分的に焼け残った領域、s は線状に焼

け残った領域である。部分的に焼け残った領域と、

まったく焼けなかった草地 f の草の状況より、燃

えた草地 A ～ E の主な植生はススキと、セイタ

カアワダチソウである可能性が高い草（以後、草

A と記す）であったと考えられる。

3.3　火の粉による着火先である西側山林の状況

⑴　林床

西側山林の林床の最東端は、図２に示すように

焼損していない部分が１～２ｍ程度の幅で、水の

ない川沿いに続いていた。しかし、図３に示すよ

うに川岸まで焼損した場所もあった。焼損した場

所には焼けた枝、茎が落ち、図３に点線で囲んだ

通り、根付いた状態の焼けたススキの短い茎も

あった。図２の林床の焼損部と非焼損部の境界付

近にも、点線で囲んだ通り、焼けたススキの茎の

下部や、茎の上部がまだらに焼けたススキが根付

表１　2025年２月27日5:00～7:00の大船渡（アメダス）

の10分毎の気象要素4) と突風率

平均 最大瞬間

風速 風向 風速 風向

5:00 2.1 49 4.4 北北西 8.7 北北西 2.0
5:10 2.2 49 5.2 北北西 12.6 北西 2.4
5:20 2.0 50 4.3 北北西 8.4 北北西 2.0
5:30 2.3 50 5.9 北西 14.4 北北西 2.4
5:40 2.2 51 2.8 北西 6.1 北西 2.2
5:50 2.1 52 2.2 北北西 6.5 北 3.0
6:00 2.2 52 2.9 北北西 7.8 北 2.7
6:10 2.1 53 1.5 北東 4.1 西南西 2.7
6:20 2.3 52 2.2 北 6.5 北 3.0
6:30 2.1 53 1.4 南東 8.8 西北西 6.3
6:40 2.6 51 2.9 西北西 9.0 西北西 3.1
6:50 2.6 52 3.4 北北西 7.8 北 2.3
7:00 2.6 52 2.6 北北西 9.4 北西 3.6

時刻 気温

(℃)

相対湿

度(％)

突風率
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いたまま残っていた。この最東端部の西側の林床

はすぐに斜面となり（図２左上）、斜面上方に向

かって林床の焼損が続き、樹幹下部も焼損してい

た。

⑵　林床と樹冠のすき間

図４は草地 D3から西側山林を見た様子である。

８ｍのスケールは林床の最も川寄りの位置での高

さを示す。樹幹と林床の間には高さ３～４ｍの隙

間が複数ある。図中の a の位置は図２に点線で示

した根付いたまま焼損したススキが残っていた領

域、b は図３で示した林床焼損部、c は b 同様に

川岸まで焼損した長さ約１ｍの領域の位置を示す。

⑶　火の粉による出火地点

以下の理由から、火の粉による西側山林林床の

出火地点は、3.3(1) 節で示した西側山林林床の最

東端部の可能性が高いと考えている。ⅰ）この付

近には、焼けたススキの茎の下部が根付いた状態

で複数残り、焼けた枝、茎が林床に落ち、その西

側は斜面上方に向かって林床の焼損が続いていた。

ⅱ）草地の焼損域と西側林床焼損域を結ぶ最短距

離はこの付近である。ⅲ）西側山林の林床と樹冠

下部との間の隙間は高さ３～４ｍ程度あり、飛来

した火の粉が容易に林床に落下できそうである。

ⅳ）図４に示した西側山林の樹冠の混み具合から

図２　西側山林の最東端を南側から見た様子

図３　西側山林の林床の最東端、川のすぐ西側に位置する長さ6.5ｍの林床の焼損部を北側から見た様子
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すると、火の粉の林床への落下地点はそれほど山

の奥に入った地点とは考えにくい。ⅴ）火の粉が

飛んで山の地面に着いたと思ったら燃え上がった

という証言からも、着火地点は山林のそれほど奥

とは思えない。

⑷　着火物

火の粉が何に着火したかは不明である。ただ、

｢ 火の粉が飛んで山の地面に着いたと思ったら燃

え上がった ｣、｢ あっという間に火が着いた ｣ と

いう証言からは、草地から飛んだ火の粉による着

火物は、火の粉による着火がごく短時間で起こり

得る可燃物であったと考えることができる。西側

山林の優占木はスギである。図５は草地の南側の

燃えてない山林内の様子である。西側山林の林床

にもこの写真同様に、スギなどの落葉、落枝が多

かったと考えられる。また、3.3(1) 節で示した通

り、西側山林林床には根付いた状態の焼損したス

スキの茎が多かった。したがって着火物は、スス

キの茎・葉、スギなどの枝・葉のうち、火の粉に

よって短時間で着火するものであったと考えられ

る。

⑸　飛び火距離

飛び火を起こした火の粉の発生地点が草地内の

どこであるかは不明であるが、草地の焼損域と西

側山林林床の焼損域の距離が最短なのは、図１に

矢印 L で示した草地 D1と西側山林林床を結ぶ場

所である。この間の最短距離は約10ｍなので、飛

び火距離は少なくとも約10 m である。

４　考察

4.1　風向変化と火の粉の飛散

飛び火の前に風向変化が起きた例が過去にある。

1971年呉市で18名の消防職員が殉職した山火事で

は、東寄りの風が突然南寄りの猛烈な風となり、

北側の草生地に飛び火と思われる火炎が上昇した。

その火の拡大に相乗するかのように別の火が斜面

を急炎上し事故が起きた1)。2012年に阿蘇市で起

きたススキ原野での火入れ中の事故では、西風が

北風になり東側のススキ原野に飛び火して延焼し、

野焼き参加者が火に巻かれて死亡した2)。

消防隊員への聞き取り時には、火災時は風が強

く風向変化が大きかったことを示す話もあった。

表１より、６時から６時50分頃までの間、大船渡

では風向の変化が大きかったことが分かり、証言

とも矛盾しない。

さらに、この草地に残された燃え残りも、延焼

時の風向変化を示唆している可能性がある。焼失

した草地内には図１に点線で示したように、島状

や線状に焼け残った場所がいくつかあった。延焼

中の草原では、風向の変化などによって、ある領

域を火が迂回して進めば当然その領域は焼け残る。

しかし、火は迂回してないにもかかわらず、草が

図４　草地から西側山林を見た様子

図５　草地の南側山林内の様子
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焼け残ることもある。図６a は、主に山裾から火

が着けられ山頂に向かって延焼した山焼き直後の

写真である。草は主にススキである。この山焼き

では、延焼中に火災前線の火炎が同時期に小さく

なったり消えたりしたかのように見え、しばらく

すると再び火災前線が現れ、延焼が再開するとい

うことを何度か繰り返した。このような場所の

焼け跡には、図６a に示すように線状に草が燃え

残っていた。草が燃え残った場所では、図６b に

示すように地表面の草は焼けていたが、立ったま

ま燃え残った草と倒れて燃え残った草は地表近く

のみが焼け、それよりも上部はほとんど焼けてい

なかった。この山焼きで、同時期に火炎が小さく

なったり消えたりしたかのように見えたというこ

とは、同時期に起きた現象がこれを引き起こして

いるはずであり、地形などの要因によって可燃物

の水分量が多い場所で火が小さくなったという訳

ではなさそうである。同時期に起こる現象として

は風の変化がある。

今回の草地火災の証言にある「山を燃え下るよ

りもはるかに速かった」草地の北西方向（図１）

への延焼は、南東風により引き起こされたと考え

られる。この風が、一時的に何度か北西方向から

の風に変わったとすれば、火炎は南東側、つまり

焼け跡側に傾くため火炎は小さくなるであろう。

この小さくなった火炎は、風上側である北西方向

に向かって未燃の草の地上付近のみを、ゆっくり

と燃やしながら進む可能性がある。表１を見ると、

概ね北西方向からの風の時間帯が多いが、６時30

分の平均風速の風向は南東、最大瞬間風速時の風

向は西北西である。６時20分から６時30分の間に

この草地が延焼したとすれば、この気象データは、

平均的には南東の風の中で、北西方向からの風の

時間帯が何度かあったという延焼状況から推測し

た風の変化と整合性がある。

よって、この草地の延焼時にも風向変化が大き

かった可能性が高く、これが火の粉の飛散に関与

したのかもしれない。図７は d2領域の草の焼け

残りである。焼け残って立っているのは草 A で

ある。この草の周辺に落ちている草は焼けていな

いススキと草 A だが、これらは調査時には根付

いていなかったため、火災後に風で飛ばされてき

a

b

図６　山焼き直後の様子　(a) 全景、(b) 焼け残った場所 図７　焼け残った d2領域を北側から見た様子

D1

d2
D3
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て草 A の周りに留まっていたのだと思う。

4.2　風速変化と火の粉による着火

守屋5) は、火の粉の着火に関する実験の結果、

「一定風速の風が吹きつづけるのでなく、風の息

により風速が断続的に変化する場合が、着火率を

高くするようであった」と記している。

今回の林野火災の出火日２月26日から鎮圧日３

月９日までの突風率の変化を調べたところ、出火

から鎮圧までの間で最大の突風率6.3が２月27日

６時30分に記録されていることが分かった（表

１）。この突風率はその前後の時間帯の値から突

出している。

ただ、大船渡（アメダス）は、この飛び火の現

場から約５km 離れており、このアメダスでの突

風率が火災現場での突風率に近いという保証はな

い。しかし、突風率6.3を記録した時刻の最大瞬

間風速時の風向は西北西であり、飛び火の現場は

大船渡（アメダス）の東南東、つまり風下方向に

位置するため、この現場の風もこの突風率に近い

風であった可能性はある。もしそうであれば、こ

の現場の風速の大きな変化が、上述の実験結果の

ように火の粉による着火を促した可能性はある。

５.　おわりに

草地から山林への飛び火の発生状況を調べた結

果について紹介した。今回の林野火災が起きた後、

大船渡市の過去の気象データを調べていて不思議

な傾向に遭遇した。図８は、1965年から2024年ま

での60年間を、1995年を境に２つの期間に分けて、

両期間の大船渡（アメダス）の月合計降水量の平

均値を比較したものである6)。２月だけが前半に

くらべて後半は大きく減少していることが分かる。

この原因は著者には分からないが、降水は林野火

災の出火、延焼に大きな影響を与えるため、今後

もこのような傾向が続けば、この時期の火災危険

性に影響を与える可能性がある。
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図８　1965～2024年の60年間を２つの期間に分けた時

の大船渡（アメダス）の月合計降水量の平均値
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１　はじめに

本事案は、短時間のうちに激しい雨と落雷が発

生し、この落雷に起因すると疑われる２件の火災

事案である。

２　気象環境

７月10日は、日本の東から延びてきた梅雨前線

が東北から関東へ南下し、関東北部では昼過ぎか

ら夕方にかけて雨が強まり、記録的短時間大雨情

報の発表が頻発するなど、関東地域は不安定な天

候であった。

全国における猛暑日は130地点、真夏日525地点

で当市は夏日であった。当市の午後２時頃の気象

状況を図表１に示す。さらに10日の時間別気象状

況を図表２に示す。

午後１時からの天気の移り変わりをレーダー画

像と雷監視システム画像をレイヤーした資料を示

す（図表３～図表５）。

◇火災原因調査シリーズ（119）

落雷が誘発した２件の火災事案について

日光市消防本部予防課

図表１　市内の午後２時頃の気象状況

引用：気象庁ホームページより、執筆者作成

項目 ７月１０日午後２時頃 

天候 曇一時雨 

気温 ２１．５℃ 

湿度 ９２％ 

降水量 ３１．５mm（１時間） 

注意報 

警報 

洪水注意報  

大雨警報   

図表２　７月１０日時間別気象状況

引用：気象庁ホームページより、黒枠執筆者作成

図表３　午後１時レーダー画像＋雷監視システム画像

引用：宇都宮地方気象台資料
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３　火災概要

⑴　①建物火災（Ｉ地域）

発生日時：７月10日（木）午後３時頃

発生場所：Ｉ地域

被災建物：戸建賃貸住宅（１/ ０）１棟

火災種別：建物火災　全焼

死傷者：なし

ア　発見、初期消火、通報状況

発見者は住人であり、居室内にいたところ

近くで雷が落ちたような衝撃と雷鳴がした後、

住宅内が焦げ臭くなったため、屋外に出て建

物を確認すると軒付近から白煙が垂直方向に

上がっているのを確認している。合わせて同

居人により119通報が行われている。発見者

などによると、火炎などの目撃はなく初期消

火などは行われていない。

イ　火災原因調査結果

出火箇所は、焼けの痕跡から建物北西部の

壁面内であり、そこにある火源はプロパンガ

スの配管のみで、電気配線などはなかった。

（図表６）

先着消防隊によると、ガス事業所に勤務す

る消防団員がマイコンメーターを確認したと

ころ、ガスが供給されていたため、ガスボン

ベのバルブを閉鎖したとの情報を得た。

そこで、ガス供給会社に立会を求めて鑑識

見分調査を行ったところ、マイコンメーター

が復旧せず、エラーメッセージから２次側の

ガス漏洩が確認できたため、出火箇所付近の

ガス配管を収去し詳細見分を実施した。

マイクロスコープ（サンワサプライ400-

CAM058）を用いて、焼けているガス配管を

詳細に見分したところ、直径１ミリ程度の穿

孔が確認できた。（写真１）

図表４　午後２時レーダー画像＋雷監視システム画像

引用：宇都宮地方気象台資料

図表５　午後３時レーダー画像＋雷監視システム画像

引用：宇都宮地方気象台資料

写真１　ガス配管をマイクロスコープで撮影
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写真２　ガス配管とアンカーボルト（矢印は穿孔位置）
写真４　再現によるガス配管の穿孔の位置（矢印）

写真３　再現によるガス配管の穿孔の位置（矢印）

図表６　ガス配管状況図

このため、ガス配管の設置状況等を確認し

たところ、ガス配管から３cm 離れたところ

に建物基礎と土台を固定しているアンカーボ

ルトが確認できた。（写真２）
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これまでの状況を次のとおり整理する。

・マイコンメーターはガス漏洩を検知してガス

供給を停止している。（復旧を試みても漏洩

を検知して復旧できず）

・マイコンメーターは、2,500L/h の流量を検

知すると増加流量遮断機能が作動することか

ら、ガス配管の穿孔１mm から漏れるガス量

を算出すると次のとおり。

・ガスの種類：LP ガス（主成分プロパン）

・配管内圧力：P1＝3.3kPa

・周囲圧力：P２＝101.32kPa

・周囲温度：Ｔ＝298Ｋ（25℃）

・穿孔直径：Ｄ＝１mm

容積流量（Ｑυ）：0.6048㎥ /h（約604.8L/h）

　※増加流量遮断機能が作動しない数値である。

・住人は火災当日まで、ガス給湯器を使い入浴

や炊事を実施しており、ガス漏れ警報器音は

聞いておらず、ガス漏れの臭気なども感じて

いない。

・ガス配管は塩化アビニール被覆がされている

が、アンカーボルト付近のみ焼けて消失して

いる。

・アンカーボルト及びガス配管は外壁と内壁の

間にあり、電気配線などはなく発火源となる

ものが無い。

・ブレーカーの状態は、アンペアブレーカー

は ON、漏電ブレーカーは作動しており OFF、

浴室周辺の安全ブレーカーも作動しており

OFF、それ以外の安全ブレーカーは ON の状

態である。落雷による影響、もしくは火災に

よる二次的な影響が考えられる。（写真５）

以上のことを踏まえて、出火のメカニズムにつ

いて仮説を立てると、住宅周辺に落雷があり、落

雷サージがアンカーボルトを通じてステンレス製

のガス配管へ放電した。その際に穿孔が出来ると

ともに、その穿孔から漏洩したガスが放電の際に

発生したスパークにより引火した可能性が考えら

れる。

落雷の発生状況を確認するため、宇都宮地方気

象台から当日のレーダー画像と気象データを入手

し分析した結果、住人が衝撃を伴う雷鳴を聞いた

午後２時頃は雨雲レーダー及び雷レーダーともに

活発な反応が見られる（図表７）。

写真５　ブレーカーの状態（矢印は漏電ブレーカーと安

全ブレーカーの作動を示す）

図表７　午後２時レーダー画像＋雷監視システム画像

白枠内で火災２件発生　　白枠執筆者作成

引用：宇都宮地方気象台資料
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また、周辺住民の聞き込み調査では、近隣住民

も衝撃を伴う雷鳴を聞いており、漏電ブレーカー

が作動した住宅も見られた（図表８）。

さらに、先行事例として2019年４月に東京都内

で落雷火災が発生し、基礎のアンカーボルトと付

近に敷設していた LP ガス用配管が焼け焦げてい

ることから、落雷サージによる放電により、ガス

配管に穴が開き、漏洩したガスに引火した疑いの

ある火災としての報道がある。（日経クロステッ

ク「住宅火災の原因、落雷でガス管から発火の疑

い」．2019年５月14日．）

以上のことから、本件火災は、仮説のとおり落

雷サージがアンカーボルトを通じてステンレス製

のガス配管へ放電した際、ガス配管に直径１mm

穿孔が出来るとともに、その穿孔から漏洩したガ

スが落雷サージの放電時に発生したスパークによ

り引火したものと推定した。

⑵　②建物火災（Ｎ地域）

発生日時：７月11日（金）午前７時頃

発生場所：Ｎ地域

被災建物：変電所（コンテナ型）

火災種別：建物火災　ぼや（収容物焼損）

死傷者：なし

ア　発見、初期消火、通報状況

本件はＣ事業所（以下「事業所」という。）

の変電所で発生した火災である。事業所の関

係者は、変電所内に設置してある自動火災報

知設備が作動したため、現地確認に向かうと、

変電所内が白煙で充満していたため119通報

を行っている。現場に到着した消防隊も関係

者も火炎は確認しておらず、消火活動は行わ

れていない。

イ　火災原因調査結果

変電所内を調査したところ、変電装置等に

目立った焼損は確認できないことから、各装

置内部にある機器類の調査を行った。その結

果、整流器内部にある直流変圧器に焼損が確

認できたことから、取り外して抵抗値を調

査したところ高い値を示した。（写真６、７、

８、図表９）

 
場所 

(出火建物を中心に) 

衝撃を伴う

雷鳴の有無 

漏電ブレーカ

ー作動の有無 

1 ①東側建物 あり 無し 

2 ②東側建物 あり 無し 

3 ③南側建物 あり 無し 

4 ④西側建物 あり 無し 

5 ⑤西側建物 あり あり 

図表８　周辺住民への聞き込み調査（７月12日）

写真７　直流変圧器

 

写真６　整流器内部　丸枠執筆者作成
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これを基に出火箇所は整流器内部とし、後日、

直流変圧器の製造業者立会のもとで鑑識見分調査

を実施した。

鑑識見分調査では、直流変圧器の一次側のコイ

ルの抵抗値が異常に高く、二次側のコイルは正常

値であったことから、一次側のコイルについて詳

細見分を実施すると、コイルと絶縁布に焼損が見

られ、一次側の引出し線が断線していることが確

認できた。（写真９、10、11）

これまでの状況を次のとおり整理する。

・変電所内の他の装置に避雷装置はあるが、整

流器内部の直流変圧器に避雷装置はない。

・変電所内の整流器内部の直流変圧器のコイル

引出し線に断線があり、周囲が焼損している。

・製造業者では経年劣化による火災の危険性が

あるとして、製造から20年を経過しているも

のは交換を推奨している。

・本件の直流変圧器は、1990年７月に製造され

35年が経過していた。※変電所は老朽化に伴

い廃止予定で、敷地内に新設工事中であった。

・７月10日、事業所側のＩ変電所～Ｎ変電所間

で落雷による機器の故障表示を確認している。

・製造業者の現地調査報告書によると、直流変

写真８　抵抗値測定状況

 １回目 ２回目 

焼損品１次側 ＯＬ ３３．５９kΩ 

同型品１次側 １７５．０Ω（正常値） 

図表９　抵抗値測定結果

写真10　コイル引出線の断線

写真11　断線部の拡大写真　マイクロスコープ（サンワ

サプライ400CAM-058）で撮影

写真９　変圧器のコイル、土台に焼損が確認できる
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圧器の一次側から落雷サージが侵入し引出し

線が断線、その周囲の絶縁が破壊された状態

で通電したことから発熱し発煙に至ったとあ

る。

また製造業者によると、この直流変圧器は、

他県において複数の出火事例があり、2021年

の出火事例では、経年劣化によるコイルの層

間短絡で大電流が流れたことが原因とある。

また、この変電施設の稼働状況は、午前５

時前後に通電が開始され、午後11時前後に電

源を遮断し運用していることが関係者からの

申述で明らかとなっている。

これらを総合的に考慮し、出火のメカニズムに

ついて仮説を立てると、７月10日（木）午後の時

間帯は、２．気象環境に記載のあるとおり、市内

では落雷が多発していた。事業所のＩ変電所から

Ｎ変電所間で落雷による機器の故障が発生してい

ることから、落雷サージがＮ変電所内の整流器内

部にある直流変圧器一次側へ侵入し、コイル引出

し線を断線するとともに周囲のコイルなどの絶縁

を破壊した。この間も通電が継続していることか

ら、コイル表面は徐々に発熱を伴い、絶縁布や絶

縁油等を劣化させていった。午後11時頃に通電が

遮断されたことで、一時的に発熱は収まったが、

午前５時前後に通電が再開されると再びコイル引

出し線付近が発熱し、午前８時頃に出火したもの

と考えられる。

この仮説について、警察及び事業所側がそれぞ

れの立場から検証した結果、仮説通りの推定に矛

盾はないとして調査を終えた。

４　出火の外部要因と内部要因

⑴　外部要因（外部環境）

①と②の火災事例で出火要因となった落雷に

ついて、気象観測技術の向上とデジタル技術の

活用により、発生予測などの精度が向上し、ス

マートフォンなどの電子機器で容易に把握する

ことが可能となった一方で、いつ、どこに落ち

るかといった落雷時間と落雷地点の予測までは

不可能である。また、直接雷による影響だけで

なく、間接雷や誘導雷など、その形態は複雑で

あるため完全な避雷対策は困難となっている。

⑵　内部要因（内部環境）

①建物火災では、ガス配管工事をする際にア

ンカーボルト等の導電性がある部材などを避け

ずに設置したことで、落雷サージによる影響を

受けた。

②建物火災では、避雷針や避雷器などの落雷

対策が不十分であったことから、落雷サージの

侵入を許した。

５　再発防止に向けて

⑴　①建物火災

建築業者やガス事業者等に向けて落雷火災の

事例を公表し、工事の際に配慮することで、類

似火災の防止を図ることができる。具体例は次

のとおり。

ア　等電位ボンディングの活用

家全体の金属部分（アンカーボルト、ガス

管、水道管など）を等電位に保つため、等電

位ボンディングを配置。これにより、落雷

サージによる高い電位差を緩和し、火災リス

クを低減する。

イ　基礎アースの最適化

基礎コンクリートに埋め込まれるアース電

極 ( 基礎アース ) の導電性を向上させる設計

を採用するなど、基礎アースを適切に接地し、

雷電流が安全に地面へ逃げる流路を確保する。

ウ　絶縁対策の強化

ガス管や水道管と建物基礎部分を適切に絶

縁する専用パーツ（絶縁継手など）を設置。

絶縁材料を用いて、アンカーボルトが通電し
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ないよう工夫する。

エ　SPD( サージ防護デバイス ) の設置

電気系統にサージ防護デバイスを設置し、

雷サージ電流の建物内部への侵入を抑制。特

に家庭内での電気機器やガス給湯器の制御装

置を保護する。

⑵　②建物火災

事業所において多様な落雷対策が必要である。

具体例は次のとおり。

ア　落雷エネルギーの直接雷の防止

・避雷設備の設置・強化

・遮雷装置の導入

イ　落雷エネルギーの間接雷の防止

・サージプロテクターの運用

高圧用サージ防護機器、低電圧二次系統

（制御系、通信系）も含めて、多層的にサー

ジ防護装置を配置する。また、雷サージに弱

い変圧器の一次側にサージアブソーバーや

アークホーンを設置する。

ウ　接地システムの強化

・接地抵抗の低減

エ　等電位ボンディングの強化

・高圧設備や構造物全体で強化

オ　保護範囲シミュレーションと建築設計

電磁場解析を基に変電施設全体の避雷保護

範囲をシミュレーションし、構造設計を最適

化する。

以上の再発防止策について、①、②の火災関係

者等に周知し、再発防止及び類似火災防止対策の

実施を指導した。

６　おわりに

調査では「分からないなら不明・調査中」とい

う言葉をよく耳にする。火災という事象は原因と

なる物証までも灰にしてしまう現象であることか

ら、仕方のないように思う。しかし、この「分か

らない」は、やるべき調査を実施した上での結果

なのか、又はやるべき調査を実施せずに判断した

結果なのかでは、大きな差がある。

落雷火災において誘導雷や間接雷を原因と断定

することは、一過性で再現性のない誘導雷サージ

などの特徴から再現実験を行う事が困難である。

今回の２件の火災では、物的証拠と過去の事例か

ら客観的な考察を行い、原因を「推定」という言

葉を用いて関係者に伝え、再発防止策を提案して

調査を終えた。

再発防止を図ることは、未来の災害を防ぐ重要

な手段であり、断定に至らないまでも、可能な限

り詳細にかつ丁寧に調査活動を行い、再発防止策

を伝える必要がある。

「分からないなら不明・調査中」から「分かろ

うとする」調査員の育成が重要であると感じた火

災事例であった。

【参考文献】

１）（公財）東京防災救急協会「新火災調査教本第

３巻　電気火災編」．令和４年８月 ４版 pp.52-

pp.53、pp.392-pp.393.

２）気象庁宇都宮地方気象台「レーダー画像（2025

年７月10日13時00分～16時50分（10分毎））」．令

和７年７月15日提供．

３）日経クロステック「住宅火災の原因、落雷でガ

ス管から発火の疑い」．2019年５月14日．

　http://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/18/00154/00498/.
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歴史に学ぶ（第７回）

消防防災の科学

“医聖”とその妻

中国古典の、「四
し

書
しょ

」に数えられる『孟
もう

子
し

』に、

「良
りょう

人
じん

は、仰ぎ望
のぞ

みて身を終
お

わる所なり」

というのがあった。

夫は、妻からすれば、天とも仰ぐように見て、

わが身の終生を托
たく

すべき大切な存在である。それ

ゆえ、夫たるものは、一人の人間としても尊敬さ

れるように、常々、心がけていなければならない、

との意味となった。

中国のはるか昔、戦国時代（紀元前403～紀元

前221年）の孟子の言葉は、今日の現代人の中に

は、違和感を覚える人がいるかもしれない。

――今回はこうした古典を、ちぐはぐな感じを

持たず、そのままを口にできた、一組の夫婦を見

てみたい。

夫は江戸の中期、宝
ほう

暦
れき

10年（1760）10月23日に、

紀
き

伊
い

国西
にし

野
の

山
やま

村平山（現・和歌山県紀の川市西野

世界初の全身麻酔手術を支えた妻

華岡加恵

歴史家・作家　加　来　耕　三

連載
講座

挿絵　中村　麻美

華岡青洲の妻
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山）で、２代つづいた外科医・華
はな

岡
おか

直道の長男と

して、生まれていた。

諱
いみな

を震
ふるう

、通称を随
ずい

賢
けん

（３代目）、俗名を雲
うん

平
ぺい

と

いったが、号の青
せい

洲
しゅう

がいちばん知られている。

なにしろ、後世に“医聖”とまで後進（後輩）

に仰
こう

慕
ぼ

された人物であった。

世界で初めての全身麻酔薬の開発に成功し、そ

れを使って、世界の何
ど

処
こ

にあっても、いまだいか

なる医者も成し遂げ得なかった、乳
にゅう

癌
がん

の摘出手術

を、みごと成功させた名医であった。

この時代、日本は全国的に藩政改革の真っ只中

にあったといってよい。庶民の生活は苦しく、幕

府や諸藩の専制も苛
か

烈
れつ

を極めていた。

そんな世上にあって、紀州の辺境から、青洲の

ような人物が出ようとは��。

ちなみに、アメリカの歯科医Ｗ・モートンが

エーテルを麻酔臨床応用にもちい、成功して、そ

のことを声高らかに誓言したのは、西暦1846年＝

青洲の成功した40年後のことであった。

日本の医学界では、『解体新書』や『蘭
らん

学
がく

事
こと

始
はじめ

』で著名な杉
すぎ

田
た

玄
げん

白
ぱく

に遅れること二十七年目に、

青洲は生まれていた。西洋医学の基礎を築いた、

緒
お

方
がた

洪
こう

庵
あん

よりは50年早い生誕となる。

彼の偉業を支えた妻・加
か

恵
え

は、近村の名
な

手
ての

荘
しょう

市場村（現・那
な

賀
が

郡那賀町）に宝暦12年に生まれ

ていた。夫より２歳年下となる。

父より医師になることを望まれた青洲は、当時、

日本の医学の最先端をいっていた京都に遊学して、

漢方医・吉
よし

益
ます

南
なん

涯
がい

や、カスパル（オランダ）流外

科医・大
や ま と

和見
けん

立
りゅう

に、医学を本格的に学んだ。

青洲の生まれる６年前に、京都・六
ろっ

角
かく

獄
ごく

舎
しゃ

にて、

山
やま

脇
わき

東
とう

洋
よう

らによる人体解剖が行なわれていた。

この体験と実証を重視する医学の流れは、安
あん

永
えい

３年（1774）に玄白や前
まえ

野
の

良
りょう

沢
たく

らによる『解体

新書』の研究、出版へとつづいていく。

――京都医学界は、何よりも実証主義的な精神

が豊
ほう

盛
せい

（ゆたかでさかん）であったといえる。

その京都へ、『解体新書』が出版された八年後

＝天
てん

明
めい

２年（1782）に、学問をすべく訪れたのが

青洲であった。彼が他の医学書生と異なったのは、

その目標の高さにあったかもしれない。

青洲が目指したのは、三国志時代の伝説の医

聖・華
か

陀
だ

であった。彼はあらゆる奇病・難病を完

治させたと伝えられ、外科的手術においても、曼
まん

陀
だ

羅
ら

草を使った秘薬「麻
ま

沸
ふつ

散
さん

」＝麻酔薬を、酒と

一緒に飲ませて手術を行なった、との記述があっ

た。

一方、青洲の修行時代、乳癌は不
ふ

治
じ

の病
やまい

ではな

く、オランダの書物によれば、その毒部を切り取

れば完治することができる、との症例が発表され

ていた（東洋の弟子・永
なが

富
とみ

独
どく

嘯
しょう

庵
あん

著『漫遊雑記』）。

もっとも独嘯庵自身は、

「私はまだ試してみたことがないが、ともかくも

書き記して後世のために残しておく」

と、同書で述べていた。

青洲の京都時代、上記の独嘯庵はすでにこの世

の人ではなかったが、青洲はあらゆる古典医学書

を読破し、珍しい医療技術があると聞けば、どれ

ほど遠方でも訪ねて教えを乞
こ

うたという。

故郷に帰って、ほどなく他界した父に代わり、

青洲は患者の治療にあたりつつ、麻酔秘薬「通
つう

仙
せん

散
さん

」の開発を始め、のちには医塾「春
しゅん

林
りん

軒
けん

」を開

き、慕ってくる門人たちに医学を実地に教えた。

青洲はやがて、巣立っていく弟子たちに免状を

出すおり、自ら漢詩を認
したた

めた。

竹
ちく

屋
おく

蕭
しょう

然
ぜん

烏
う

雀
じゃく

喧
かまびす

　　風
ふうこうおのずからかんそんにがすにてきす

光 自 適 臥 寒 村

唯
ただに

思
おもう

起
き

死
し

回
かい

生
せいの

術
じゅつ

　　何
なんぞけいきゅうひばのもんをのぞまん

望 軽 裘 肥 馬 門

漢詩の意味は、私は何の富貴栄達も望んではい

ない。自然に恵まれた田舎に住んで、ひたすら思

うことは瀕
ひん

死
し

の病人を救うことであり、そのため

に医術の奥
おう

儀
ぎ

を極めたいと念じている、となる。

この世には、金
かね

儲
もう

けにも贅
ぜい

沢
たく

な生活にも関心な

く、崇
すう

高
こう

な使命感にだけ生きる人が、今も昔も存

在したのである。
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青洲は日々、訪れる患者の痛みや苦しみをどう

すれば救えるのか、それのみを考えつづけた。

そして出した結論が、麻酔薬の開発であった。

眠っている間に、痛みを感じることなく手術が

できたならば��この青洲に献身したのが、その

母と妻であった。否
いな

、２人の妹も京都に学ぶ兄を

助けるべく、機
はた

を織
お

って学費をつくっていた。

家族が懸命になって、青洲の夢を支えた、とい

えなくもない。

我が身を犠牲にして

彼の麻酔薬は、動物実験（主として犬）を重ね

ることにより、完成に一歩一歩近づいたが、はた

して人間に通用するのかどうか、最後の壁は人体

実験の成否にかかっていた。

だが、失敗すればその人は死んでしまう。

そうした青洲の苦中を知る母・於
お

継
つぎ

が、自ら進

んで、我が身を使ってほしい、と申し出た。

「老
お

い先もそう長くはない、それならば――」

息子の役に立ちたい、との言であった。

が、妻の加恵はその母の言葉を容認することは

できない。

夫のためであるならば、それは自分こそがやる

べきもの、と母を制止し、自らが願い出た。

青洲はこの母と妻の協力を得て、わが身も含め、

数度にわたる人体実験を行なった。

おそらく、軽度、少量のものを母へ、いささか

疑問の残るもの、思い切った量のものを、自らと

妻に割り振ったのではあるまいか。

――ついに、麻酔秘薬「通仙散」は完成した。

だが、加恵はその実験の過程で、徐々に視力を

失い、ついには失明してしまう。

作家・有
あり

吉
よし

佐
さ

和
わ

子
こ

の描く小説『華岡青洲の妻』

は、このあたりの事情をとりわけ、 姑
しゅうとめ

と嫁の葛

藤として描いたが、もとよりこれは創
フィクション

作。専門家

によると、「通仙散」に使われた「鳥
う

頭
ず

」（トリカ

ブト）が、アコニチンによる加恵の、動眼神経を

損なったのではないか、との推察をかつて読んだ

ことがある。

青洲はこの献身につとめてくれた妻のため

に、新居を造り、寸
すん

閑
かん

をおしんでは四
よ

方
も

山
やま

話
ばなし

をし

て、あるいは自らが読み語りをし、ときには阿
あ

波
わ

（現・徳島県）から人
にん

形
ぎょう

浄
じょう

瑠
る

璃
り

の名手・小林六

太夫を呼び、その慰めにつとめたと伝えられてい

る。

記録に残る青洲の、乳癌手術の成功の第一例は、

文化元年（1804）10月に行なわれた、大
や ま と

和国五

條（現・奈良県五條市）の、藍
あい

屋
や

の60歳の婦人で

あった。これは画期的であった、といえる。

なにしろ、それまでの日本の外科は、外傷の縫
ほう

合
ごう

や腫
しゅ

瘍
よう

の切開といった、単純な手術しかしてこ

なかったのに、青洲は関節離断・尿路結石摘出な

ど、多数の難しい手術を敢行し、成果をあげてい

る。

「眠っている間に、損
そこ

なった足を切り取ってしま

う、魔法のような術を使う医者がいる」

青洲の評判は諸国を巡り、全国から患者が殺到

した。なかには遠方からの貧しい患者もあり、彼

はそういうときは無料で手術を施し、帰りの旅費

まで持たせた。

ときの紀州藩主・徳
とく

川
がわ

治
はる

宝
とみ

が、自らの侍医にと

何度誘っても、青洲の答えは同じであった。

「私には、村での病人がいますので――」

三国志の一方の雄・魏王曹
そう

操
そう

の招きを断わった、

華陀の姿勢に、あるいは学んでいたのかもしれな

い。藩主治宝はついに根負けし、「勝
かっ

手
て

勤
づとめ

奥
おく

医
い

師
し

」という身分をつくり、いざというときだけの

和歌山城への診察を依頼した。

妻はそんな夫を心から誇らしく思いつつ、文
ぶん

政
せい

10年（1827）にこの世を去った。享年68。

青洲は天
てん

保
ぽう

６年（1835）10月２日にこの世を

去っている。享年76。

近隣の春・夏・秋・冬にすっぽり包まれ、その

境遇に何一つ疑問を抱かなかった、一人の医師の

満ち足りた生涯であった。 （了）
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１　異常天候早期警戒情報

気象庁は、21世紀に入ると、冷夏や寒気に伴う

長期間（１週間以上）の豪雪といった社会経済活

動に大きな影響を及ぼす天候について、農業関係

者やエネルギー関係者などから情報提供の要請を

受けています。このため、約１年間の試行を経て、

2008年３月21日から全国を11の地方（北海道、東

北、北陸、関東甲信、東海、近畿、中国、四国、

九州北部、九州南部、沖縄）に分け、気温に関す

る異常天候早期警戒情報を発表し

ています。

その後、2013年11月から雪に関

する異常天候早期警戒情報が追加

されたのですが、その背景には、

2006年の豪雪（平成18年豪雪）や

2011年と2012年の大雪などの大雪

に伴う防災機関からの要請があり

ます。ただ、雪に関する異常天候

早期警戒情報については、発表地

域は全国ではなく、日本海側を中

心とした地域のみです（図１）。

異常天候早期警戒情報は、でき

るだけ早い段階で予想情報を発表

し、その天候によるリスクを軽減

するためで、「とにかく早めに知

らせるというプッシュ型の注意喚

起情報」という性格を持った情報です。日々の天

気予報では、10日間程度先までが予報の限界とい

われています。このため、日々ではなく、5日平

均値から判断して、５～14日先に異常な高温（か

なり高い）や低温（かなり低い）が30パーセント

以上の確率で現れる地方や、冬季間（11月～３

月）に冬型の気圧配置に伴う降雪が卓越する日本

海側を中心に大雪（かなり多い）が30％パーセン

ト以上の確率で現れるときの発表としています

（図２）。

知っておきたい気象用語の豆知識（第11回）

連　載

講　座

異常天候早期警戒情報から早期天候情報へ

気象予報士（元気象庁） 饒　村　　　曜

図１　雪に関する異常天候早期警戒情報（現在の早期天候情報）の発表地域

出典：気象庁ホームページ
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発表は、毎週月曜と木曜の14時30分で、警戒事

項ありの場合と警戒事項なしの場合がありました

（表１）。

２　早期天候情報へ発展

異常天候早期警戒情報は利用しにくい等の利用

者からの声もあり、気象庁では2019年６月19日か

ら予報期間の一部を変え、名称も早期天候情報に

変更しました。また、同時に、２週間先までの気

温予報の提供を始めました。この２週間気温予報

は、最高気温・最低気温を地点ごとに毎日予報す

るもので、過去１週間の推移と、今後１週目の予

報を日別で７日間、２週目の予報を５日平均で発

表するものです（図３）。

早期天候情報は、月曜日と木曜日の週２回の発

表ですが、２週間気温予報は毎日の発表です（表

２）。このため、気温に関する早期天候情報が発

表されたら、「かなり高い」「かなり低い」気温に

関する見通しの変化を、２週間気温予報で毎日

チェックすることができます。気温に関する早期

天候情報や２週間気温予報は、例えば高温や低温

が予想されるとき、農業では水田の深水管理や田

植えの時期の目安、果樹の凍霜害対策、開花時期

や収穫適期の予測、家畜の暑さ対策などに利用で

きます。また、アパレル産業や飲料販売業では、

衣料品、自動販売機の飲料などの切り替え時期の

判断、冷房・暖房機器の販売の計画への利用が考

えられています。さらに、市民生活でも、旅行に

向けた衣服の準備や衣替えの参考、冷房の準備、

運動などで体を暑さに順応させる暑熱順化などの

体調管理での利用が考えられます。

大雪に関する早期天候情報は、防寒具や除雪道

具の準備、タイヤ交換、事前の屋根の雪下ろしな

どの早めの対策、旅行の日程変更などに使えるで

しょう。大雪に関する早期天候情報が発表された

図２　気象庁の解説用の階級区分

出典：筆者作成

早期警戒事項なし 早期警戒事項あり

気温に関する異常天候早期警戒情報（四国地方）

2019年６月17日14時30分

高松地方気象台発表

対象地域　四国地方

早期警戒事項　早期警戒事項なし

警戒期間　６月22日から７月１日まで

警戒事項　なし（７日平均地域気温偏差＋1.8℃以

上、－1.6℃以下となる確率は共に30％

未満です）

本文　　　　　（略）

低温に関する異常天候早期警戒情報（四国地方）

2019年６月13日14時30分

高松地方気象台発表

対象地域　四国地方

早期警戒事項　要早期警戒

警戒期間　６月18日頃からの約１週間

警戒事項　かなりの低温（７日平均地域気温偏差

－1.5℃以下となる確率が30％以上です）

本文　　　　（略）

表１　異常天候早期警戒情報の発表例（左は早期警戒事項がない場合、右は早期警戒事項が必要な場合）

出典：ウェザーマップ提供

消防防災の科学
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図３　２週間気温予報の例（令和７年12月１日の香川県・高松の場合）

出典：気象庁ホームページ

表２　早期天候情報の発表例（左は高温に関するもの、右は低温と大雪に関するもの）

出典：ウェザーマップ提供

高温に関するもの 低温と大雪に関するもの

高温に関する早期天候情報（四国地方）

2025年10月27日14時30分

高松地方気象台 発表

対象地域　四国地方

早期警戒事項　要早期警戒

警戒期間　11月５日頃からの約５日間

警戒事項　かなりの高温（５日平均地域気温平年

差＋2.5℃以上となる確率が30％以上で

す )

本文　　　　（略）

低温と大雪に関する早期天候情報（東北地方）

2025年11月27日14時30分

仙台管区気象台 発表

対象地域　東北地方

早期警戒事項　要早期警戒

警戒期間　12月４日頃からの約5間

警戒事項　かなりの低温 ( ５日平均地域気温平年

差－2.1℃以下となる確率が30％以上で

す )

対象地域　東北日本海側

早期警戒事項　要早期警戒

警戒期間　12月４日頃からの約５日間

警戒事項　大雪（５日合計地域降雪量平年比224％

以上となる確率が30％以上です )

本文　　　　（略）
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あと、大雪の可能性が高まってくると早期注意情

報（警報級の可能性）、気象情報、そして大雪注

意報や大雪警報と段階を踏んで発表となります。

早期天候情報は、2019年６月以降、2025年11月

まで、11地方で3197回発表となっています。内訳

は、高温（かなり高い）が全体の87.6パーセント

を占め、低温（かなり低い）は、低温と大雪の場

合を含めても11.8パーセントしかありません（図

４）。

地方別にみても、高温の割合が一番高いのは東

海地方の91パーセント、一番低いのは九州南部の

84パーセントと地域により差は大きくありません。

早期天候情報は、週に２回の発表ですので、最大

で月９回（多くは月８回）です。全国の11地域に

毎回発表になったとして、理論上の月最大発表

回数は99回（多くは88回）になります。しかし、

2025年は６月が90回、９月が95回も発表となり、

全てが高温によるものでした（図５）。

暑さに関する早期天候情報が発表されたとき、

10年に１度の暑さが予想されると報じられるこ

とがあります。「かなり高い気温」の出現率は10

パーセントですので、間違いはないのですが、発

表のもととなっている平年値は、1991年～2020年

の30年間の平均値です。そして、早期天候情報は、

「30％以上の確率で現れると予想される場合」と

いう条件での発表です。つまり、「かなり」の現

象が発生するという早期天候情報が３回発表され

ても、実際に「かなり」の現象となるのは１回と

いうこともありえます。

このことが、10年に１回にしては発表が多いと

感じられる理由ですが、平年値の計算に入ってい

ない2023年～2025年の３年連続で今までの観測値

からは考えられないほどの記録的な暑さとなって

いますので、暑さに関する早期天候情報が多く

なっています。

図５　早期天候情報の月別発表回数（５年平均（2020～2024年）と2025年１月～11月）

出典：ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成

図４　早期天候情報の発表状況（2019年６月～2025年

11月までの3197回の分析）

出典：ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成

消防防災の科学
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３　地球温暖化の進行と増加した高温に

関する早期天候情報

近年、地球全体で気温の高い状態が続いており、

地球全体の月平均気温は2014年３月以降、平年よ

り高い月が10年以上も続いています。日本でも、

ほとんどの月で平年より高くなっており、平年よ

り低い月が現れるのは冬の一時期だけで、春から

秋は記録的な暑さが続いています（図６）。

このため、新しい平年値（2001年～2030年の30

年平均値）が使われる2031年までは、高温に関す

る早期天候情報が数多く発表されると思われます。

以下参考以下参考

図６　日本と世界の月平均気温偏差の推移（2022年～2025年11月）

出典：気象庁ホームページをもとに筆者作成

参考図　日本の年平均気温偏差（黒い細線は各年の平

均気温の基準値からの偏差、青い太線は偏差）
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